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－研修プログラムの立案・実施・評価による検証－ 

    
研究分担者 宮﨑 美砂子 千葉大学大学院看護学研究科・教授 
研究分担者 奥田 博子  国立保健医療科学院健康危機管理研究部・上席主任研究官 
研究分担者 春山 早苗  自治医科大学看護学部・教授 

 
研究要旨 
本研究の目的は、先行研究において作成した災害に対する統括保健師の管理実践マニュアル及

び研修ガイドライン (案)を現場に適用し、統括保健師を対象とした災害時研修を企画・実施し、

その成果の評価を通して、マニュアル・研修ガイドラインの実用性及び効果を検証することであ

る。4 県の本庁の保健師人材育成担当者にマニュアル・研修ガイドラインを活用してもらい、統

括保健師の災害時のコンピテンシーを研修の目標設定や到達度の評価に用い、研修時にはリフレ

クションをプログラムに組み込み、統括保健師を対象とした災害時研修の企画・実施・評価を実

施した。県本庁の担当者へのヒアリング、研修受講者への受講直後及び受講２か月後の２時点か

ら検証のための評価資料収集し、Kirkpatrick による評価視点を分析枠組みに用いて検討した。 

その結果、受講者の成果として、受講直後は、統括保健師としての自覚、判断・意思決定・行

動の理解、役割遂行に対する自己の問題点の把握が顕著であり、受講 2 か月後の行動では、統括

役割を意識した平常業務の取組み、防災や総務職員の保健師への理解と連携の前進等がみられ、

現場に戻ってからも統括者としての役割意識や行動化に影響を及ぼしていることが確認できた。

県本庁の担当者への聴取からは、これまでの研修の企画・実施・評価の方法に比べて、コンピテ

ンーを活用した取組は企画・実施・評価に対して系統的であり、一貫性を担保できると評価され

た。一方で研修プログラムの具体的な構成や方法、特にシミュレーション事例の作成と活用、リ

フレクションの活用において課題が表出された。これら課題に対してマニュアル・研修ガイドラ

インに加筆すべき点を検討し反映させた。 

 
（研究協力者） 
吉富 望   日本大学危機管理学部・教授 
井口 紗織 前東京工科大学医療保健学部・助教 
金谷 泰宏 国立保健医療科学院健康危機管理研究部・部長 
植村 直子 千葉大学大学院看護学研究科・特任研究員 
 

Ａ．研究目的  
本研究の目的は、先行研究において作

成した「災害に対する統括保健師の管理

実践マニュアル及び研修ガイドライン

（以下、マニュアル・研修ガイドライン）

(案 )」を現場に適用し、統括保健師を対象

とした災害時研修の企画・実施、その成

果の評価を通して、その実用性及び効果

を検証することである。  
マニュアル・研修ガイドライン（案）

は、先行研究において、以下の手順を踏

んで作成された。まず、わが国における

過去の災害対応記録及び関係者へのヒア

リングの調査から、統括保健師に求めら

れる災害時のコンピテンシーの内容項目

を抽出し 1)2)3)、さらに研究者らにより検
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討を加え 4)5)、災害時における統括保健師

のコンピテンシー（案）を作成した。次い

で、全国の統括保健師（都道府県の本庁、

保健所設置市、大規模災害が想定される

３県の保健所・市町の統括保健師  計 255
名）を対象に、災害時における統括保健

師のコンピテンシー（案）に対する意見、

災害時の統括保健師の役割・権限、育成

方法の現状と課題について、郵送自記式

質問紙調査を行い 6)、その結果を踏まえ、

マニュアル・研修ガイドラインの原案を

作成した。その原案に対して、災害時の

対応に経験豊かな、管理期にある熟練保

健師を対象に、グループヒアリングを行

い、マニュアル・研修ガイドラインに記

載すべき内容を精錬し、マニュアル・研

修ガイドライン（案）を確定させた。  
本研究では、このマニュアル・研修ガ

イドライン (案 )を協力の得られた複数の

県本庁の保健師人材育成担当者に活用し

てもらい、統括保健師を対象とした災害

時研修の企画・実施、その成果の評価を

通して、マニュアル・研修ガイドライン

の実用性及び効果を検証する。  
 
Ｂ．研究方法  
１．調査対象  
 大規模災害が想定されている都道府県

のうち、研究者のネットワークを通して、

研究協力の得られた４県（A 県、B 県、C
県、D 県）において、以下の１）及び２）

を調査対象者とした。  
１）県本庁の保健師人材育成担当者（各

県 1~2 名程度）  
 マニュアル・研修ガイドライン（案）を

用いて、統括保健師を対象とする災害時

研修の企画・実施・評価を担当し、またマ

ニュアル・研修ガイドライン（案）の活用

に際して研究者との共同に同意の得られ

る者とした。  
２）統括保健師を対象とする災害時研修

の受講者（各県 40 名程度）  
 各県内の保健所及び市町村の統括保健

師（副統括者・次期統括者等を含む）を対

象に、マニュアル・研修ガイドライン（案）

を用いて、県本庁の保健師人材育成担当

者が企画する災害時研修に参加した保健

師のうち、受講直後及び受講２か月後の

自己評価に関する紙面回答とその提供に

同意の得られる者とした。  
 
２．調査方法  
１）事前準備：各県における研修の企画  
(1)研究趣旨説明及び協力の意思確認  

本研究における調査の趣旨を文書及び

口頭により説明し、4 県の本庁の人材

育成担当部署・担当者から研究協力の

同意を得た。  
(2) 研修計画の立案  

マニュアル・研修ガイドライン（案）に

基づき、各県のニーズに応じた、統括保

健師を対象とした災害時研修の計画立案

を行った。災害時研修の計画立案は、マ

ニュアル・研修ガイドライン（案）に示し

た４つのステップ（図）を経ながら、各県

の保健師人材育成担当者が主体となり、

研究者が協力・支援を行う形で共同し作

成した。  

 

図 研修企画の流れ 

 
２）マニュアル・研修ガイドラインを用

いた研修の評価ための調査の実施  
研修の評価に必要な資料収集は、県本

庁の保健師人材育成担当者（研修企画者）

を対象とした調査、受講者を対象とした

調査により行った。  
（１）県本庁の保健師人材育成担当者を

対象とした調査  
 マニュアル・研修ガイドライン（案）を

用いて統括保健師を対象とした災害時研
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修を企画・実施・評価した一連の取組過

程について振り返ってもらい、マニュア

ル・研修ガイドラインの実用性や効果に

ついて、研修の体制、取り組み過程、受講

者の研修評価結果を踏まえ、意見を聴取

した。聴取項目は以下の問 1 及び問 2 で

ある。  
問１：マニュアル・研修ガイドラインを

活用して統括保健師を対象とした災害

時研修を企画・実施・評価を行ったこ

とは、これまでの研修の企画・実施・評

価と比べて、どのような点が、有用で

あると思うか。特に研修のニーズのア

セスメント、研修の目標の設定、研修

プログラムの構成及び方法の検討、評

価計画の立案の研修企画の各ステップ

について、どのような点が役立ったか。 
問２：マニュアル・研修ガイドラインを

県の本庁の保健師の人材育成担当者が

活用する上で、改善を要する部分は何

か。  
（２）研修受講者を対象とした調査  

受講者の反応・満足度、獲得した知識・

技術・態度、実践に戻り行動化した内容、

職場等の環境に変化を与えた内容につい

て、Kirkpatrick による 4 レベルの評価

視点を用いて、受講直後、受講２か月後

の各時点において評価に必要な資料収集

を行った（表１、表 2-1 及び 2-2）。  
 

表１ 受講者を対象とした評価の項目及

び評価に必要な資料収集の考え方 
評価の 
項目 

評価に必要な資料収集 Kirkpatric
k による 

4 レベルの
評価視点 

１．  
受講者
の  
感想・
満足度 

時期：研修受講直後 
内容：以下の設問 
①  研修に対する感想を

尋ねる。または短文
で記載を求める。 

②  研修に対する満足の
程度を尋ねる（たい
へんよかった、よか
った、あまりよくな
かった、よくなかっ
た 

レベル１：
受講者の反
応
（Reaction
）研修につ
いてどのよ
うに感じた
か、感想の
要約、満足
度により捉
える。 

２．  
研修 
受講 
により 
獲得 

研修を通して統括保健
師としての役割遂行に
必要なコンピテンシー
が、どの程度、知識・
技術・態度

レベル２：
受講者の学
びの程度
（Learning
）研修プロ

した 
知識・
技術・
態度 

（Knowledge, Skills 
and  Attitudes; 
KSAs）として修得され
たのか、その程度を自
己評価する。また受講
者が自身の問題点を把
握し、改善を図るため
に必要な知識・技術・
態度を修得できたか自
己評価する。 
時期：研修受講直後 
内容：以下の設問 
③研修参加を通して、
災害時における統括保
健師（または副統括
者）としての役割遂行
に対して、自覚を高め
ることができました
か？ 
④研修参加を通して、
災害時における統括保
健師（副統括者）とし
ての役割遂行に対し
て、自信を得ることが
できましたか？ 
⑤研修参加を通して、
災害時に統括保健師と
して求められる判断・
意思決定・行動につい
て知識を得ることがで
きましたか？ 
⑦研修参加を通して、
統括保健師（または副
統括者）としての役割
遂行に対して、自身の
問題点を明確にするこ
とができましたか？ 
⑧上記の問題点の改善
を図るために必要な知
識・技術・態度につい
て学ぶことができまし
たか？ 

グラムを通
じて得た
（向上し
た）知識・
技術・態度
の変化を受
講前後の自
己評価によ
り捉える。
態度には関
心（意識）
や自信を含
める。 

３．  
実践に
戻り 
行動化
した 
内容 

時期：研修受講２か月
後 
内容：受講後の追跡調
査：研修で学んだこと
の実践における影響に
ついて調べる。実践に
おいて自分の行動・態
度面で変化した点があ
るか。ある場合、その
変化の内容について。
またない場合、その理
由について尋ねる。 
⑨研修参加後のあなた
の統括保健師（副統括
者）としての行動・態
度面において、災害時
における役割遂行に関
連して意識した行動・
態度面があったら教え
てください（自由回
答） 
⑩上記のあなたの行
動・態度の中で、特に
周囲の人々や組織に影
響を及ぼしたことがあ
りましたら教えてくだ
さい（自由記載） 

レベル３：
行動変容
（Behavior
）受講者の
実践におけ
る行動の拡
大。研修に
よってもた
らされた変
化を、実践
での行動に
おける自己
報告により
捉える。 
レベル４：
結果と影響
（Results
）受講者に
とどまら
ず、組織に
変化がもた
らされたか
を捉える。 



38 

表 2-1 受講直後の成果の評価のための
質問項目 
１．満足度（Reaction）：４段階で尋ねる（たい

へんよかった・よかった・あまりよくなかっ
た・よくなかった） 

２．本日の研修会を振り返っての感想
（Reaction）：自由記載 
３．本日の研修を受講しての学び（Learning）

以下 1)～5)について 4 段階（できた・おおむ
ねできた・あまりできなかった・できなかっ
た）で尋ねる 
１）研修参加を通して、災害時における統括

保健師（または副統括者）としての役割遂
行に対して、自覚を高めることができまし
たか？ 

２）研修参加を通して、災害時における統括
保健師（または副統括者）としての役割遂
行に対して、自信が得ることができました
か？ 

３）研修参加を通して、災害時に統括保健師
として求められる判断・意思決定・行動に
ついて知識を得ることができましたか？ 

４）研修参加を通して、統括保健師（または
副統括者）としての役割遂行に対して、自
身の問題点を明確にすることができました
か？ 

５）上記の問題点の改善を図るために必要な
知識・技術・態度について学ぶことができ
ましたか？ 

 
表 2-2 研修受講２か月後の研修成果の
評価のための質問項目 
質問１ 研修参加後の２か月間のあなたの統括

保健師（副統括者）としての行動・態度面に
おいて、災害時における役割遂行に関連して
意識した行動・態度面があったら教えてくだ
さい（自由回答） 

質問２ 上記のあなたの行動・態度面におい
て、特に周囲の人々や組織に影響を及ぼした
ことがありましたら教えてください（自由記
載） 

質問３ その他ご意見がありましたらご記入く
ださい。 

 
（倫理面への配慮）  

調査対象者である、県本庁の保健師人

材育成担当者及び研修受講者それぞれに

対して、以下のように倫理面への配慮を

行った。  
（１）県本庁の保健師人材育成担当者に

対する倫理的配慮  
「災害時における統括保健師の管理実践

マニュアル・研修ガイドラインの実用性

及び効果の検証」に関する調査の実施に

あたり、事前準備（研修の企画）に研究者

が出向いた際に研究者より研究目的、調

査方法について紙面及び口頭で説明し、

研究協力の同意を得ると共に、調査対象

者の自由意思の尊重及び個人情報保護の

遵守を伝えた。  
（２）研修受講者に対する倫理的配慮  
「災害時における統括保健師の管理実践

マニュアル・研修ガイドラインの実用性

及び効果の検証」に関する調査の実施に

あたり、研修会当日に研究者から、研究

目的、調査方法について紙面及び口頭で

説明し、受講直後及び受講２か月後の自

己評価に関する無記名の紙面回答への協

力と提出によって研究協力の同意を得る

と共に、調査対象者の自由意思の尊重及

び個人情報保護の遵守を伝えた。  
 なお本調査は千葉大学大学院看護学研

究科倫理審査委員会の承認を得て実施し

た（承認番号 29-78）。  
 
Ｃ．研究結果（表 3、表 4、表 5）  
１．研修企画 Step１～4 及び研修の実際  
 調査対象とした４県における、マニュ

アル・研修ガイドライン（案）を用いた研

修企画 Step１～4、研修の実際について

各県の取組結果を示す。  
C-1：A 県における取組  
C-1-1．研修企画  
１）Step1：研修ニーズのアセスメント  

A 県では既存の「保健師人材育成ガイ

ドライン」、「南海地震時保健活動ガイド

ライン」の改訂協議中の時期であり、そ

の検討プロセスにおいて県が実施した調

査の結果、今後強化したい能力に「健康

危機管理」が高い回答であった。また、

特に管理期保健師から、災害に備えた他

自治体の取り組みに関する情報共有への

ニーズがある。さらに県下では、全市町

村に災害時保健活動マニュアルの策定を

めざし、県保健所と管内市町村との協働

にも取り組んでおり、災害研修への関心

も高い。  
過去実施した県主催の研修（平成 27

～28 年度）は災害支援に係る法制度

や、DHEAT 等の最新の国の動向など講

義を中心とした研修であり、本マニュア

ル・研修ガイドライン（案）の統括保健

師の災害時のコンピテンシー領域 3 の計

画策定と推進に関する項目 (83)「派遣支
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援経験を活かして自組織における災害対

策の強化（マニュアル、研修など）を図

る」に相当する理解はある。一方、災害

発生時に各自治体で、統括保健師がどの

ような体制のもと活動を進めるのか、さ

らに、情報収集やその活用などについて

具体的に検討する機会は乏しく、これら

について理解を高める必要性が高い。す

なわち、領域 2 の情報知識の形成と運用

に関する項目や、災害時の体制整備に関

する領域 1 のリーダーシップに関する項

目（3）「行政機関としての災害支援のた

めの組織的、継続的な活動体制を構築す

る」についてのニーズが高いといえる。  
 
２）Step2：目標の設定  

上記のニーズを踏まえ、研修時間（3
時間）を考慮し、到達目標を以下の 3 点

に焦点化した。期待する到達度は、統括

保健師として各項に示す役割を意識化で

きるレベルとした。  
①  災害発災後の統括保健師に求め

られる判断、意思決定に必要な

情報収集の項目と収集方法につ

いて理解できる  
②  災害発災後に必要な情報を収

集、分析、運用するための体制

について検討できる  
③  災害時の情報の運用のために平

常時に強化する取り組みについ

て明らかにできる  
 
３）Step3：研修プログラム構成及び方

法の検討（詳細は表３に示すとおり）  
研修ニーズアセスメントと目標を踏ま

え、研修プログラムの構成は RLWR 型

とした。具体的には、事前課題を用い、

自治体の平時の取組に関する情報共有、

統括保健師に求められる能力の意識付け

を図り（R）、統括保健師に求められる

基礎的知識、概念に関する講義（L）、組

織体制の確立、情報の活用に関するシミ

ュレーション演習（W）、シミュレーシ

ョン演習に対するリフレクション（R）

とした。シミュレーション演習の事例

は、南海トラフ地震が発生した際の A
県の被害想定に基づき仮想の市を想定し

た事例を講師側で案を作成、県本庁の保

健師人材育成担当者に確認した上で設定

を確定した。  
＜事前準備＞  

効果的なリフレクション、グループワ

ークの実施に向け、保健所及び県本庁の

保健師人材育成担当部署の室長保健師に

対し、ファシリテーターを依頼した。協

力に同意の得られたファシリテーター

へ、事前に研究の趣旨、ガイドライン

（案）、研修資料、ファシリテーターの

役割に関する資料を送付し概要を把握し

てもらった。また、研修当日、研修に先

立ち、事前打ち合わせをガイドライン及

び研修資料を用い実施した。  
＜事前学習＞  

県本庁から統括保健師の所属部署に対

し、研修開催通知発送時に「統括保健師

のための災害に対する管理実践マニュア

ル・研修ガイドライン（案）」を送付し

た。また受講者確定後は、以下の 4 点に

ついて事前課題とした。「市町村マニュ

アル作成状況」、「災害に関する取組を推

進する上で課題と感じていること」「災

害に関する取組を推進する上で必要と思

う能力」「その他研修への要望など」に

関する意見を事前に記載し、研修時当日

に持参するよう周知した  
＜受講者の決定と班編成＞  

統括保健師の自覚と、対象者の能力を

高める機会に主眼をおき、受講者は各所

属の統括保健師と次期統括保健師の最大

2 名と限定した。グループ編成は 1 グル

ープあたり 5～6 名の 7 グループ編成と

し、1 グループあたり 1～2 名のファシ

リテーターの配置計画を立てた。  
 
４）Step4：研修の評価計画の立案  
 受講者の研修会直後の評価では、研修

で取り上げたコンピテンシーの自己評価

及び統括者としての「自覚」「自信」「役

割行動の理解」「自己の問題点」「自己の

問題点の改善を図るために必要な知識
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等」の観点から到達度を質問紙により尋

ねることにした。研修２か月後の評価で

は、「役割行動の理解」「平時からの行動

の意識化」の持続と行動への反映、周囲

への反映の程度を質問紙により尋ねるこ

とにした。  
 

C-1-2．研修の実際  
１）研修内容  
（1）グループワーク（R；30 分）：事前

課題を活用し、平時の取組、求められる

能力、課題などに関する情報共有を行い

研修への動機づけを高めた。  
（2）講義（L；20 分）：「災害時の情報

活用と統括保健師に求められる役割」と

題し、災害時の特性、統括保健師に求め

られる役割、能力に関する概念と演習へ

の導入に向けた講義を研究者が実施し

た。  
（3）シミュレーション演習（W；60
分）：  
・事例設定：南海トラフ地震（M9.1）、
最大震度 7 強、ライフライン全停止  
・役割設定：市町村 PHN：県内 A 市の

統括保健師、県 PHN:被災自治体 A 市へ

リエゾン派遣に出向いた保健師  
・GW 演習課題：Q.1 発災後の情報収集

のための体制の検討、Q.2.情報収集方法

と活用の検討  
（4）リフレクション（R；30 分）：リフ

レクションの説明後、各自の振り返りを

グループで共有する。  
（5）全体討議，総括（15 分）：一部グ

ループからの発表による全体共有、総

括、質疑応答  
２）ファシリテートの実際  

グループ編成５～６名に対しファシリ

テーターを配置し、ファシリテートを担

った。  
３）研修結果  

導入のグループワーク、事例演習、そ

の後のリフレクションともに時間内では

議論が深められるまでにいたらない状況

であったため、進捗状況に応じ、当初の

時間割り振りの予定を 5～10 分程度延長

し進行した。  
 

C-2：B 県における取組  
C-2-1．研修企画  
１）Step1：研修ニーズのアセスメント  
 県本庁の保健師人材育成担当者が受講

者及び所属組織における問題点として感

じていることは以下であった。統括保健

師の市町村での配置が 4 割程度と他県に

比べて低い状況にあり、統括者としての

役割意識や自覚が促されにくい状況があ

る。統括保健師（配置のない市町村では

年長者等の保健師）の現状として災害時

の指揮命令系統（組織体制）、情報の流

れが明確になっていない可能性があり、

災害時に情報を集約・処理し、保健師の

采配を行うことについて統括保健師がイ

メージできていない（保健師間の調整を

行う役割は認識できていても、保健活動

及び保健師集団の采配を自分がとるとい

うイメージができていない）のではない

か。  
 また昨年度他県発生地震に当県から保

健師を派遣したことから、中規模な自治

体で保健師を分散配置している市では災

害時に統括保健師が役割遂行できないと

問題が大きくなる可能性が高く、小規模

で分散配置していないような町では統括

保健師が充分機能できない場合でも、何

とか活動はまわる傾向があるように思っ

た。また要援護者のリストが各部署に分

散している中で、それらを有機的に活用

することができていないことも教訓とな

った、という。  
 これらの問題認識から、災害時におけ

る統括保健師としての役割を自覚し、組

織の指揮命令系統を踏まえて情報を活用

しながらリーダーシップが取れるように

なることが研修ニーズとして浮かび上が

った。  
２）Step2：目標の設定  
 上記の研修ニーズについて、統括保健

師の災害時のコンピテンシー3 領域・87
項目を概観したところ、以下のように領

域１のリーダーシップ、領域 2 の情報知
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識の形成と運用の実践力を研修において

ねらいとすることにした。  
 統括者としての役割遂行の最初の段階

である、フェーズ０～１、つまり発災後

72 時間以内の状況を研修で取り上げ、

コンピテンシー項目の到達度としては、

「内容を理解し、自分の役割として意識

化できる」「研修直後だけでなく２か月

後においても修得したことを持続する」

ことを目指すこととした。  
 発災後 72 時間の統括保健師に期待さ

れる思考・意思決定・行動としては、組

織の指揮命令系統を理解したうえでの情

報収集とそれに基づき応援派遣の要請が

先の見通しをもってできること、とし

た。以上に基づき、研修で取り上げるコ

ンピテンシーの項目をさらに以下のよう

に選定した。  
 
【領域１：リーダーシップに関する項

目】  
1-1 非常時の意思決定  
（２）活動方針と指示命令系統を明確に

する  
（５）優先性の高い事項（順位）の判断

及び決定を行う  
【領域２：情報知識の形成と運用に関す

る項目】  
2-1 情報収集の努力の指向  
（31）情報集約と発信者の役割を定め、

活動の基盤となる情報が一元的に集まる

体制をつくる  
2-2 情報収集  
(46) 災害対策本部を通して情報収集を

行う  
(48) 緊急対応を主幹する関係部署との

連携・協働により情報収集を行う  
(51) 地域資源について情報収集する  
2-3 情報分析  
(56) アウトリーチによる断片的な情報

の統合から状況を判断する  
(58) 被災前の地域の健康課題と避難生

活の現状とを関連づけて、問題を分析す

る  
※ (56)(58)は初動の計画立案と指示に関

係する  
(61) 被災後の変化する状況に応じて、

重要な課題、優先的に取り組むべき課題

を見出す ※ (61)は優先順位の判断に関

係する  
(62) 収集した情報から支援の必要量や

内容を算定する  
2-4 情報の使用と活用  
(71) 情報分析結果から、重点支援を要

する地域を明確にし、必要な組織体制の

構築、対策の推進に活用する  
(72) 応援による支援の授受に関与する

相互の組織の意向と目的を確認する調整

を行う  
※情報分析の (62)、情報の使用と活用の

(71)(72)は応援者の養成（どのような人

材をどれくらいの量必要であるか）の判

断に関係する  
 
３）Step3：研修プログラム構成及び方

法の検討（詳細は表３に示すとおり）  
受講対象者は、県内の保健所及び市町

村（中核市を含む）の統括保健師とし、  
プログラムは LWR 型（講義・演習・リ

グレクション）で実施することにした。  
「組織体制と情報の流れの理解」「発

災後 72 時間における情報活用と統括保

健師の役割」の 2 つのテーマを設定し、

１日研修として計画することにした。  
＜事前学習＞所属自治体の地域防災計

画における指揮命令系統及び情報の流れ

について確認してもらうこととし、研修

会当日は、所属自治体における災害時の

指揮命令系統及び情報の流れの図を書い

てもらうことを事前に伝え、関係資料を

持参してもらうよう受講者に伝えること

とした。  
＜事前準備＞午後の演習では事例を用

いたグループワークを行うことにした。

シミュレーション事例の作成を被害想定

を参考に本研修の企画者である県本庁の

保健師人材育成担当者に依頼した。事例

を用いてどのような課題を設定し、それ

により受講者にどのようなコンピテンシ

ーをどの程度修得してもらうのか、具体
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的には何を考えてもらうのか、そのため

に事例に記載し設定すべき状況は何か、

について苦心しながら、研究者と協議を

行い作成した。  
グループ編成は、県保健所（複数の被

災自治体を管轄する立場）と市町村（被

災自治体としての立場）を分けて編成す

ることとし県本庁が編成作業を行った。   
＜リフレクションの進め方＞統括保健

師の災害時研修においてワーク後のリフ

レクションの重要性について県本庁の担

当者と研究者は合意をした。課題提示後

のグループワーク（20 分）＋全体発表

（20 分）＋コメント（10 分）＋グルー

プ内でのリフレクション（10 分）とい

う構によりリフレクションを複数回行う

ことを計画した。グループへのファリシ

テーター配置は適切な人員確保の点で現

実的なく、研究者（2 名）と本庁所管課

（3 名）が分担して受講者全体の様子を

観察しながらグループに対して必要時助

言を行うことにした。またコメントは研

究者と本庁所管課それぞれより行うこと

とにした。  
  
４）Step4：研修の評価計画の立案  
 受講者の研修会直後の評価では、研修

で取り上げたコンピテンシーの自己評価

及び統括者としての「自覚」「自信」「役

割行動の理解」「自己の問題点」「自己の

問題点の改善を図るために必要な知識

等」の観点から到達度を質問紙により尋

ねることにした。研修２か月後の評価で

は、「役割行動の理解」「平時からの行動

の意識化」の持続と行動への反映、周囲

への反映の程度を質問紙により尋ねるこ

とにした。  
 
C-2-2．研修の実際  

午前は「講義（L：30 分）組織とリー

ダーシップ」の後に  「ワークとリフレ

クション（WR：70 分）：所属自治体の

災害対策における指揮命令系統（組織体

制）及び情報の流れについて」を①個人

ワーク（作図）、②グループワーク（グ

ループ内で各自の発表と質疑）、③グル

ープ内でのリフレクション（気づき、学

び、今後意識すべきことを発表し合う）

の進行で行った。  
午後は「講義（L：30 分）：発災後 72

時間における情報活用と統括保健師の役

割（統括保健師に求められる災害時のコ

ンピテンシーを踏まえて）」の後に、「ワ

ークとリフレクション（WR：70 分）」

を設定し、課題１として「情報収集の努

力の指向」「情報収集」を念頭に置いた

統括者として発災初期の行動、課題 2 と

して「情報分析」「情報の使用と活用」

を念頭に置いた派遣者要請の意思決定に

ついて、それぞれグループワーク（20
分）、全体発表（20 分）、コメント（10
分）、グループ内でのリフレクション

（10 分）の進行で行った。  
リフレクションの進め方について、全

体説明を行った後に実施したが、受講者

は自らの思考過程や意思決定を振り返り

省察することが困難な様子がうかがえ

た。自身の思考を振り返るための手順の

説明を追加して行った。リフレクション

に慣れていない受講者が多い場合はグル

ープにファシリテーターを配置する、あ

るいはより詳細なリフレクションガイド

を用いるなどの工夫が必要と思われた

が、午前よりは午後になってリフレクシ

ョンの要点がつかめた様であり、リフレ

クションのねらいとする気づきや学びの

発言が見られるようになった。  
研修の最後は、全体を通しての質疑及

び総括（全体講評）を研究者及び本庁所

管課よりそれぞれ行い、評価シートの記

入、職場に元ってからの研修後の方向づ

け、２か月後の評価の依頼を行った。  
 
C-3：C 県における取組  
C-3-1．研修企画  
１）Step1：研修ニーズのアセスメント  

県本庁の保健師人材育成担当者が受講

者及び所属組織における問題点として感

じていることは以下であった。  
統括保健師の配置は全 8 保健（支）
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所、市町村では、30 市町村中 29 市町村

に配置しており、事務分掌は県では本

庁、8 保健（支）所、市町村では 30 市

町村中 6 市町村に記載があり体制は整い

つつあるが、市町村の統括者の課題とし

て役割の自覚と遂行に対して格差が大き

いこと、保健所の統括者の課題として管

轄市町村を気に掛ける意識と行動を強化

する必要があること、が挙げられた。  
市町村及び保健所それぞれの立場に基

づき、統括者の役割が意識化され、行動

のイメージがつく必要があるという研修

ニーズが浮かび上がった。  
 

２）Step2：目標の設定  
フェーズ０～１つまり発災後 72 時間

を想定し、統括者としてこの時期に期待

される具体的役割の例として、応援者要

請の判断と行動を取り上げ、役割のイメ

ージを修得することにした。「必要とさ

れるコンピテンシーの内容を理解し、自

分の役割として行動を意識化できる」レ

ベルの修得を目指し、応援者についてど

のような人材をどれくらいの量必要であ

るか、根拠をもって算出ができるよう、

統括者としての思考と思決定力の形成を

目指すことにした。統括保健師の災害時

のコンピテンシー3 領域・87 項目の中か

ら、非常時の意思決定 (4)、情報収集の

努力の指向 (41)、情報収集 (45)、情報分

析の (62)、情報の使用と活用の (71)(72)
は応援者の要請（どのような人材をどれ

くらいの量必要であるか）の判断に関係

するコンピテンシーであり焦点をあてる

こととした。関連する項目も加え、最終

的に以下のコンピテンシーの領域及び項

目を取り上げることとした。  
【領域１：リーダーシップに関する項

目】  
1-1 非常時の意思決定  
(2)活動方針と指示命令系統を明確にす

る  
(3)行政機関としての災害支援のための

組織的、継続的な活動体制を構築する  
(4)応援要請の判断及び迅速な決定を行

う  
【領域２：情報知識の形成と運用に関す

る項目】  
2-1 情報収集の努力の指向  
（31）情報集約と発信者の役割を定め、

活動の基盤となる情報が一元的に集まる

体制をつくる  
（33）被害が甚大な地域の情報を住民及

び地区担当保健師から直接得る手段を開

拓する  
（34）現場で活動している外部支援チー

ムから情報が入る体制をつくる  
（41）外部支援の必要性の判断のため、

情報収集方法の検討や工夫を図る  
2-2 情報収集  
(45) 自分が把握すべき情報と、情報源

を確認した上で、情報収集を指示すべき

情報を識別する  
2-3 情報分析  
(62) 収集した情報から支援の必要量や

内容を算定する  
2-4 情報の使用と活用  
(71) 情報分析結果から、重点支援を要

する地域を明確にし、必要な組織体制の

構築、対策の推進に活用する  
(72) 応援による支援の授受に関与する

相互の組織の意向と目的を確認する調整

を行う  
 
３）Step3：研修プログラム構成及び方

法の検討（詳細は表３に示すとおり）  
受講対象者は、県及び市町村（中核市

を含む）の統括保健師（次期統括保健師

及び災害時調整担当保健師を含む）と

し、プログラムは LWR 型（講義・演

習・リフレクション）で半日単位の研修

として実施することとした。  
テーマを「受援のための初動と統括保

健師の役割～発災時における応援要請の

意思決定と行動化に向けて」とし、事前

学習として、所属自治体の地域防災計画

における指揮命令系統及び被害想定の確

認を行うことを依頼した。研修会当日

は、所属自治体（保健所管内）が被災し

た場合に、県庁へ迅速に依頼すべき派遣
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（応援）者に関する判断と行動について

事例を用いて演習することを受講者に事

前に伝え、関係資料を持参するように伝

えた。  
 演習は、課題 1 として発災後 7 時間

30 分経過時の「情報収集の努力の指

向」「情報収集」を、課題 2 として発災

後 12 時間 30 分経過時の派遣者要請の

意思決定と実行に必要な「情報分析」

「情報の使用と活用」を設定した。  
事前準備として、演習で用いるシミュ

レーション事例の作成を、本庁所管課に

依頼した。被害想定や過去の災害状況を

参考に作成したが、統括保健師としての

思考や意思決定、行動の在り方を検討す

るうえ必要な討議ができるには、事例に

おいてどのような情報を盛り込めばよい

か、事例作成において苦慮があった。グ

ループにファリシテーターは配置しない

が、研究者（2 名）及び本庁所管課（3
名）が分担して全体の様子を観察しグル

ープに対して必要時助言を行うことにし

た。またコメントは研究者及び本庁所管

課よりそれぞれ行うことにした。  
 
４）Step4：研修の評価計画の立案  

受講者の研修会直後の評価では、研修

で取り上げたコンピテンシーの自己評価

及び統括者としての「自覚」「自信」「役

割行動の理解」「自己の問題点」「自己の

問題点の改善を図るために必要な知識

等」の観点から到達度を質問紙により尋

ねることにした。研修２か月後の評価で

は、「役割行動の理解」「平時からの行動

の意識化」の持続と行動への反映、周囲

への反映の程度を質問紙により尋ねるこ

とにした。  
 
C-3-2．研修の実際  
 「講義（L40 分）：受援のための初動

と統括保健師の役割―発災時における応

援者要請の意思決定と行動（統括保健師

に求められるリーダーシップと情報の取

扱いのコンピテンシーに焦点をあて

て）」の後に、ワークとリフレクション

（WR80 分）：受援のための初動と統括

保健師の役割－発災時における応援者要

請の意思決定と行動」を行った。事例を

用いたグループワーク（30 分）、全体発

表（20 分）、コメント（10 分）、グルー

プ内でのリフレクション（10 分）の進

行で実施した。  
 リフレクションの方法についての全体

説明を途中で追加したことにより、統括

者であることを意識した振返りを行い、

グループ内での共有、さらに全体総括で

の共有の場面からも受講者は統括者とし

て気づきを得ることが出来ていた様子が

うかがえた。全体総括の後は、評価シー

トの記入、職場に元ってからの研修後の

方向づけ、２か月後の評価の依頼を行っ

た。  
 
C-4：D 県における取組  
C-4-1．研修企画  
 Step１～4 について、D 県の統括保健

師との E-mail によるやり取り並びに研

修約 1 か月前に実施した研修企画担当で

ある統括保健師及び危機管理担当保健師

ら 3 名と研究者 2 名による対面での打合

せにより進めたので、以下に述べる。  
 
１）Step1：研修ニーズのアセスメント  
 最初に D 県の統括保健師と E-mail で
情報交換を行った。その内容は、D 県に

おける災害対策に関わる研修・訓練等の

人材育成状況及び人材配置や情報システ

ム・マニュアル作成・関係機関との連携

等の体制整備状況、研修・訓練等への統

括保健師及びその他の保健師の参加状

況、D 県内の保健師の特徴や災害対策の

観点からみた課題等であった。それら

を、受講者のニーズと所属組織のニーズ

に分類し、受講者のニーズに関連する 3
領域 87 項目ある「災害時における統括

保健師のコンピテンシー」から選定し

た。対面による打合せにおいて、それら

について再度、話し合った。その結果、

関連するコンピテンシーとして、領域 2 
情報知識の形成と運用に関する項目の 2-



45 

1 情報収集の努力の思考の 2 項目、2-2
情報収集の 1 項目、2-3 情報の分析の 4
項目、2-4 情報の使用・活用の 3 項目、

領域 3 計画策定と推進に関する項目の

2 項目が挙げられた。受講者は県内の保

健所及び市町村保健師等地域保健従事者

または関係者で原則として管理期にある

者とした。  
 
２）Step2：目標の設定  
 次に、対面による打合せにおいて、目

標に取り上げるコンピテンシーを焦点化

した。Step１における受講者のニーズに

関連するコンピテンシー及び受講者も考

慮して、領域 1 リーダーシップに関す

る項目 1-1 非常時の意思決定 3 項目、

1-2 支援従事者の役割行動の組織化と管

理・個人の尊重の 1 項目、1-4 変化する

状況への持続的対応の 1 項目、領域 2-1
の 5 項目、2-2 の 2 項目、2-3 の 1 項

目、2-4 の 1 項目、計 2 領域 14 項目を

取り上げることとした。  
 期待する到達度は、発災後初動時（72
時間以内）に統括保健師に求められる判

断や意思決定（優先順位を含む）に必要

な情報収集の項目と収集方法、活用方法

等について、理解レベル及び模擬的に実

施できるレベルを設定した。  
 
３）Step3：研修プログラム構成及び方

法の検討（詳細は表３に示すとおり）  
 対面による打合せにおいて、プログラ

ム構成は LWR（レクチャー+演習+リフ

レクション）型とし、事前学習及び役割

分担を決定した。  
事前学習は所属組織の災害関連マニュア

ルを読み、自身の担うべき役割を確認し

て研修に臨むこととした。  
演習で用いるシミュレーション事例は、

D 県の統括保健師及び危機管理担当保健

師が、D 県におけるこれまでの研修にお

けるシミュレーション事例を参考に作成

することとした。グループ編成は保健所

と市町村に分けることとし、D 県の保健

師が担当した。演習においてはグループ

毎のファシリテーターは置かず、統括保

健師が全体ファシリテーターを担当し、

その他の保健師及び研究者らはグループ

を分担して様子を観察し、必要時助言す

る役割とした。  
事後の方向づけとして、受講者に対し

研修受講 2 か月後の研修成果（評価）へ

の協力を依頼することとした。  
 

４）Step4：研修の評価計画の立案  
 リフレクションの実施体制等について

は、グループ毎のファシリテーターは置

かず、研究者 1 名が全体ファシリテータ

ーを担当し、その他の研究者及び D 県

の統括保健師や危機管理担当保健師ら 3
名はグループを分担して様子を観察する

役割とした。また、全体講評は研修企画

側より行うこととした。  
 研修の評価については、①研修会直後

の評価、②2 か月後の評価、③D 県研修

企画担当等保健師 3 名へのインタビュー

による評価とした。①については質問紙

を用いて研修に対する満足度及び災害時

における統括保健師としての役割遂行に

対する自覚や自信の高まりの程度等から

評価することとした。加えて、研修で焦

点を当てた 14 項目のコンピテンシーに

ついて、〔理解〕、〔行動の意識化〕、〔遂

行する自信〕の程度を尋ね、研修前後の

比較をすることとした。②については、

研修時に質問紙を配付し、2 か月後の

〔理解〕、〔行動の意識化〕、〔遂行する自

信〕の持続と行動への反映、周囲への影

響を尋ねることとした。③については、

研修の数か月後に、マニュアル・ガイド

ラインを活用した研修の企画・実施・評

価の有用な点及びマニュアル・ガイドラ

インの改善点等について尋ねることとし

た。  
 
C-4-2．研修の実際  
 研修の詳細は表 3 のステップ 3②集合

型対面学習の欄に示す。  
 研修参加者は管理期にある市町村保健

師 29 名、県保健師 12 名、県管理栄養
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士 1 名、計 42 名であった。  
 研修は、午前 1 時間、午後 3 時間、計

4 時間とした。午前は情報知識の形成と

運用に焦点を当てた災害時における統括

保健師のコンピテンシーについて、研究

者より 1 時間、講義を行った。講義後

に、研修で焦点を当てた 14 項目のコン

ピテンシーについて、質問紙により〔理

解〕、〔行動の意識化〕、〔遂行する自信〕

の程度を尋ねた。  
午後は、研修企画側の一人である県の

統括保健師がファシリテーターとなり、

演習を 2 時間行った。その内容は、シミ

ュレーション事例を用いて、発災後 24
時間時点における保健師稼働状況の把

握、情報収集の方法の検討、情報の管理

の検討について、それぞれグループワー

クを行った。次に発災 72 時間以降の健

康支援活動のための人員配置等の調整に

ついて、グループワークを行った。  
最後の 1 時間は、個人のリフレクショ

ン、グループ内でのリフレクションの

後、それを全体発表で共有し、またリフ

レクションに基づく今後の具体的なアク

ションプランを考えてもらった。最後に

再度、コンピテンシーについて質問紙に

より尋ね、また 2 か月後の評価を依頼し

た。  
 
２．マニュアル・研修ガイドラインを用

いた研修の評価ための調査結果  
１）県本庁の保健師人材育成担当者を対

象とした評価のための調査結果  
 4 県の本庁の保健師人材育成担当者

（合計 9 名）から意見を聴取した（表

4）。  
これまでの研修の企画・実施・評価と

比べて有用だった点、一方でマニュア

ル・研修ガイドラインを活用する上で改

善を要する点として以下が挙げられた  
【コンピテンシーを用いた研修の企

画・実施・評価の意義】として、焦点を

あてるコンピテンシーを明確にすること

により研修を企画から評価まで一貫して

行うことができた、コンピテンシーに基

づく研修計画はコンピテンシーを評価指

標として評価計画に活用することがで

き、評価計画の立案と評価がしやすく、

また研修の成果も明確になりやすい等の

回答を得た。その一方で、コンピテンシ

ーの活用の仕方が明確になると良い、自

己チェックにも活用でき、研修のニーズ

のアセスメントに活用できることを明記

してもよいのではないか等の改善に向け

ての回答があった。  
【ステップによる研修企画方法の意義】

として、ニーズのアセスメントから企

画・実施・評価まで系統立てて取組むこ

とで、次の研修実施への PDCA サイク

ルを回しやすく効果的だと感じたとの回

答を得た。【研修のニーズのアセスメン

ト、研修目標の設定】については、アセ

スメントの結果を踏まえ、統括保健師に

求められるコンピテンシーと照らし合わ

せることで、目標を明確にするという道

筋は理解し易い等、【研修プログラムの

構成・方法の検討】については、テーマ

に合せて講義と演習の到達目標を明確に

し、関連性を考慮してプログラムを組む

ことができた等、【研修の評価計画の立

案】については、今回の研修で焦点化し

たコンピテンシーの項目を評価指標に挙

げたことで、受講者の習熟度や課題を把

握することができた、受講直後に統括者

として自覚を高めたことを、２か月後の

評価で、その後どのような行動に繋げた

のかを確認することができ、そこまで見

届けることが評価として重要である等の

回答を得た。その一方で、【研修のニー

ズの把握】については、統括者全体のニ

ーズと共に受講者個人のニーズとをうま

く関連づけながら体系立った研修にして

いくことの重要性、【研修の目標設定】

については、研修目標の絞りこみが大事

でありコンピテンシーを用いて焦点化し

ていったが、統括者の災害時の役割の全

体像において、どのあたりを研修で扱う

のかが見えると良い、【研修プログラム

の構成・方法の検討】については、統括

保健師として大事なことは、状況判断、
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人を見て人を動かす、思考力、予想して

行動することであり、それらを意識化で

きると良い、【研修の評価】について

は、研修受講後に統括保健師であること

の自覚は高まっているが、その後どのよ

うな行動に繋がったのか、そこが評価と

して大事であるとの回答があった。  
 【リフレクション】については、単な

るグループワークではなく、リフレクシ

ョンが位置づけられているので、研修や

実践の振り返りを促しやすく、研修目標

に沿った自身の強みと課題を明確にする

ことができる、リフレクションにおい

て、今後に向けて意識化することが入っ

ていることがよい、アクション・プラン

（まず何をするか）を考えたことが受講

者の２か月後の行動化につながったと思

う等の回答があり有用であった、とする

一方で、依然として情報交換で終わって

いるグループもあり、リフレクションの

仕方をさらに工夫する必要がある、学び

を深めるために演習の後にリフレクショ

ンを取り入れたことは有意義であると思

うが、受講者がその進め方に慣れていな

かったことやファリシテーターが各グル

ープにいなかったこともあり、うまく実

施できず、効果が充分に得られなかった

のではないか、リフレクションを効果的

に実施するために、ファリシテーターの

配置が必要であったがファリシテーター

をどう確保するかに課題がある等のリフ

レクションの進め方に関して、マニュア

ル・研修ガイドラインに記載すべき内容

としての改善点が提示された。  
 【シミュレーション事例の活用】につ

いては、シミュレーション事例を取り入

れたことにより、実際に統括保健師とし

て求められるコンピテンシーに気づかさ

れると共に、役割を果たす必要性につい

ても理解が深まった、との回答がある一

方、【演習・シミュレーション事例の作

成】においては、県の被害想定から作成

したが、作成にかなりの時間を要し、演

習内容に対する明確な答えを事例作成者

として想定できていなかった（シミュレ

ーションの企画・作成者側の意図、何を

習得すべき事項としてコメントのフィー

ドバックをするかの明確化が必要。伝え

るべき情報はもりだくさんになりがちで

あるので、絞り込む必要がある）、シミ

ュレーション事例の作成にあたって、作

成のポイントや回答の考え方を示しても

らえると参考になる、演習を考えるのが

難しいためフェーズ毎の、かつコンピテ

ンシーと関連させて、演習・シミュレー

ション事例が示されていると、演習のイ

メージができて、よいのではないか、あ

るいは、演習事例を考えることを、１つ

のトレーニングに位置づけてもよいので

はないか、事例をイメージすることは実

践にも役立つと思うとのマニュアル・研

修ガイドラインの改善に向けた回答があ

った。  
 
２）研修受講者を対象とした評価のため

の調査結果  
(1)研修受講直後の成果評価のための質

問紙集計結果             
 4 県の研修受講者合計 194 名のうち、

研修受講直後の成果評価のための質問紙

への回答が得られたのは 181 名（回収率

93.3%）であった。             
①回答者の属性  

年代では 50 歳代 60.8%、40 歳代

29.8%と多くを占め、所属は市町村

71.8%、県保健所 20.4%、政令市・中核

市 2.8%であった。統括的な立場にある

者は 43.6%、副統括の立場にある者は

25.4%、その他 30.9%であった。          

 研修受講の満足度は、「良かった」「大

変良かった」と回答した者は 93.9%であ

った。  
②研修により修得した成果内容  

表 5 に示すとおりである。「できた」

「おおむねできた」と回答した者は、統

括保健師としての自覚は 96.1%、求めら

れる判断・意思決定・行動についての知

識は 90.6%、役割遂行に対する自己の問

題点の明確化は 95.0%であったの対し

て、自己の問題点の改善を図るための知
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識の学び 77.3%、役割遂行への自信

44.8%の回答であった。  
 
表 5 研修受講直後の成果      N=181 
   
 
 
 

質問内容  

で
き
た  

お
お
む
ね
で
き
た  

あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た  

で
き
な
か
っ
た  

不
明  

1) 研修参加を通し
て、災害時における統
括保健師（または副統
括者）としての役割遂
行に対して、自覚を高
めることができました
か？  

67 107 7 0 0 

2) 研修参加を通し
て、災害時における統
括保健師（または副統
括者）としての役割遂
行に対して、自信を得
ることができました
か？  

4 77 92 7 1 

3) 研修参加を通し
て、災害時に統括保健
師として求められる判
断・意思決定・行動に
ついて知識を得ること
ができましたか？  

24 140 16 0 1 

4) 研修参加を通し
て、統括保健師（また
は副統括者）としての
役割遂行に対して、自
身の問題点を明確にす
ることができました
か？  

36 136 8 0 1 

5) 上記の問題点の改
善を図るために必要な
知識・技術・態度につ
いて学ぶことができま
したか？  

19 121 40 0 1 

 

③受講による感想（自由記載）から捉え

た成果内容  
記述された感想の回答内容をカークパ

トリックの「レベル１受講者の反応」、

および「レベル２受講者の学びの程度」

を分析枠組みとし、質的に整理した。  
ａ）レベル 1：受講者の反応  

記述の性質を分類整理した結果、以下

の 6 つの反応が見出された。  
1.統括保健師の役割が理解できた  

2.組織体制における広い視点での統括保健

師の考え方について意識が持てた  

3.他自治体の災害時の保健活動体制が聞け

て良かった  

4.事前学習、講話、グループワーク、演

習、まとめの構成で、緊張感もあり自身の

課題を振り返ることができた  

5.講義をいかしたグループワーク、演習の

進め方が難しかった。もう少しグループワ

ークでのリフレクションの時間がほしかっ

た  

6.やらなくてはいけないことがたくさんあ

ることや、知識が不足しており、勉強にな

った反面、自信がもてなかった  

 

ｂ）レベル 2：受講者の学びの程度  
 記述の性質を分類整理した結果、以下

の 8 つの学び（意向）が見出された。  
1.統轄保健師としての立場、役割について

自覚が高まった  

2.保健師間のコミュニケーション、意思統

一により誰もが災害時に役割を果たせるよ

うに取り組みたい  

3.平時から他課、市町村、県、外部機関、

地域住民との連携を築く必要かあるので取

り組みたい  

4.平時の保健師活動で準備にとりくむ大切

さを再認識した  

5.平時より具体的な事例によるシミュレー

ションを繰り返し取り組む必要がある  

6.防災計画、保健活動マニュアルの見直し

や再検討の必要性を感じ取り組みたい  

7.自分の町の災害時対応について情報収

集、課題を整理したい  

8.目的を考えた情報収集により、見通しを

立てた分析と優先順位をつけ、意思決定、

決断する力を身に着けたい  

 

(2)研修受講２か月後の成果評価のため

の質問紙集計結果  
 4 県の研修受講者合計 194 名のうち、

研修受講２か月後の成果評価のための質

問紙への回答が得られたのは 101 名（回

収率 52,1%）であった。             
①回答者の属性  

年代では 50 歳代 53.4%、40 歳代

39.6%と多くを占め、所属は市町村
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60.4%、県保健所 17.8%、政令市・中核

市 3.0%、回答なし 18.8%であった。統

括的な立場にある者は 39.6%、副統括の

立場にある者は 21.8%、その他 18.8%、

回答なし 19.8%であった。           
②自由記載から捉えた修得した成果内容  
 研修受講２か月において「意識した態

度・行動」「周囲の人々や組織に与えた

影響」について自由記載により尋ねた。  
記述内容をカークパトリックの「レベ

ル 3 行動変容」、および「レベル 4 周囲

に及ぼした影響」を分析枠組みとし、質

的に整理した。  
ａ）レベル 3：職場に戻って以後の受講

者の行動変容（意識した態度・行動）  
記述の性質を分類整理した結果、以下

の 16 の内容が見出された。  
1.統括の役割を意識した平時の業務への取

り組み  

2.災害訓練への積極的参加と統括役割の遂

行  

3.保健師間・上司との研修内容の共有と協

議できる関係づくり  

4.保健師各自が災害対策への意識や能力を

高めるための働きかけ  

5.上司への他部署・関係機関との連携の提

案  

6.災害関連計画、保健活動マニュアルの見

直しと他部署への提言  

7.災害対策の必要物品の確認と準備  

8.防災担当課、福祉部など他部署との情報

交換・課題の検討  

9.災害時の職員の体制の確認と検討  

10.部署を超えた多職種連携による災害研

修・訓練の企画・実施  

11.部署内職員の災害訓練の実施  

12.関係機関との防災対策の情報交換と課題

の共有  

13.管内市町村との災害訓練の実施・評価  

14.管内市町村の部署を超えた災害対策検討

の調整支援  

15.県と市町村の連携の強化  

16.平時の住民への啓発  

 
 

ｂ）レベル 4：職場に戻って以後の受講

者の周囲に及ぼした影響（周囲の人々や

組織に与えた影響）  
 記述の性質を分類整理した結果、以下

の 5 つの内容が見出された。  
1.保健師各自の危機意識の向上と役割の理

解  

2.部署内の上司・他職種の危機意識の向上と

保健師の役割への理解  

3.防災担当、総務等職員の保健師の役割の理

解と連携の前進  

4.関係機関との情報共有と保健師の災害対

策への理解  

5.台風発生時の多職種連携・体制づくりでの

成果  

 

Ｄ．考察  
１．マニュアル・研修ガイドライン (案 )

の実用性及び効果：各県の取組を踏ま

えた考察  
A 県では、既存の保健師人材育成ガイ

ドライン、災害時ガイドラインの改定の

ための検討を実施しているタイミングで

あった。また、南海地震を想定し、県主

催の研修、保健所と市町村協働によるマ

ニュアル策定や、必要物品の準備、訓練

など、災害時の活動に対し、平時から先

進的に取り組んでいる自治体である。そ

のため、本研究班のガイドラインで示し

た、コンピテンシーへの関心も高く、研

修企画のためのニーズアセスメントの段

階においても、本庁担当者が県下の実

態、対象のニーズを熟知しており研修の

目標、到達度の設定が適切にできた。自

治体のニーズとしては、当初ガイドライ

ン領域 2（全般）が主であったが、研修

の所要時間から、研修の目標を焦点化す

る際、コンピテンシーが細分化されてい

るために、絞り込みの検討も安易であっ

た。自治体保健師の実態、研修目標の設

定のいずれにおいても、主催自治体側、

講師（研究者）側の、双方で可視化され

たコンピテンシーから同意を図る面でも

有効であった。  
また、本研修ではリフレクションにフ
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ァシリテーターを配置した。今回の研修

でファシリテーターを担った室長ポスト

の保健師は、県の主催する中堅研修（保

健事業評価）においてもファシリテータ

ーとなる役割付けと実績があり、認識も

経験も高いファシリテーターを確保でき

た。また、管内市町村へのマニュアル策

定など、災害に備えた平常時の取組を協

働で実施していることが、グループワー

クのファシリテーターを担う上で、実情

に応じたアドバイスにつながっていた。

ただし、ファシリテーターの指導経験の

高い保健師であっても、ガイドラインに

示した、リフレクションにおけるファシ

リテーターの役割の説明に関する資料の

有益性が示された。また、事前に、直接講

師から、研修に関する説明と、質疑の時

間を確保することが、効果的な指導には

不可欠とのフィードバックがあった。経

験学習では、他者からのフィードバック

で、自身の行為の振り返り、知識、スキル

を身に着け、修正する力を引き出す要因

になると言われ 7)、リフレクションに果

たすファシリテーターの役割は重要であ

る。リフレクションの概念と、効果的な

ファシリについての解説を、ガイドライ

ンに盛り込むこと、また必要な説明や確

認を研修の実施前に設定することが。受

講生の効果的な研修の運営と、ファシリ

テーターの指導スキルの向上にもつなが

ると考えられた。 

 
B 県は、１日単位の研修を企画し、２

つの講義、３課題の演習を実施した。リ

フレクションに重きを置いたため、グル

ープワーク、発表、コメント、リフレク

ション（用紙に記入）、リフレクション

についての発表を演習ごとに３回繰り返

し、最後に全体質疑・講評を行った。  
最初の演習課題後のリフレクション

は、組織の課題、保健師職能としての課

題を述べることになってしまい、統括保

健師としての自己の課題への気づきと今

後に向けての行動の表明まで至ることが

困難であった。しかし演習課題への取組

を経るにつれて、統括者としての自己の

課題を抽出して、今後の自己の目標を言

語化することができるようになっていっ

た。リフレクションは研修目標を達成す

る上で不可欠であり、方法を充分に受講

者に伝え理解して進めることが必要であ

ることが示唆された。リフレクションを

研修に取り入れ、受講者は繰り返しリフ

レクションに取り組んだため、「頭を絞

った」という感想が聞かれた。  
演習では、課題の設定とシミュレーシ

ョン事例の作成に苦慮した。事例は県本

庁の担当者に作成を依頼した。焦点をあ

てるコンピテンシー、それに伴う思考・

意思決定・行動の内容と設定課題との整

合性、提示する事例に課題遂行において

最小限必要な情報と設定がなされている

かどうか、演習課題に取組むうえで、基

盤とする知識・技術・態度は何である

か、研修における目標到達度は何かにつ

いて、企画者側はあらかじめ充分に検討

しておくことの必要性が明らかになっ

た。コメントの際には、企画者として受

講者の目標達成度を評価するとともに、

その演習課題及びシミュレーション事例

から学びうる統括者としての思考・意思

決定と行動例が何であるか、また役割遂

行するために基盤となる知識・技術・態

度が何かについて、伝えることが大事で

ある。コメントの内容についても研修企

画段階で充分に検討しておくことの重要

性が明らかになった。  
 
C 県では、半日単位の研修を企画し行

った。県内にはこれまで豪雨水害、河川

の氾濫、土砂崩れなど、災害を経験して

いる市町村がいくつかあり、統括保健師

として災害対策本部とのやりとりをする

など緊迫した事態での対応経験をもつ統

括者もあり、そのときの行動について振

り返りをする機会となった受講者もい

た。一方で市町村の地域防災計画におい

て、災害時の保健師の分掌が、救護、物

資の整理などに振り分けられている自治

体もあるという現状があった。グループ



51 

ワーク、発表、コメント、グループ内で

のリフレクション、最後に全体質問・講

評の進行で行った。最後の場面で、受講

者中から今後に向けての統括役割の自覚

と行動の表明が数名から自発的にあり、

職場に戻ってからの統括者としての今後

の自分自身のあり様を全体で意識化する

機会となった。演習はシミュレーション

事例に課題を設定した実施したが、事例

の作成を担った県本庁の担当者は準備段

階で苦慮していた。  
受講者は統括者としての自覚や任務の

方向性までは理解できたようであるが、

演習課題において、どのように行動すべ

きかの思考内容と意思決定については受

講者がそれぞれどこまで達成できたかは

グループにファリシテーターを配置しな

かったこともあり詳細は不明であった。

県庁の担当者と研究者が分担してグルー

プを観察し、必要に応じて助言し、記録

を取った。記録の目的や焦点、役立て方

をあらかじめ明確にしておく必要があっ

た。  
 

D 県では、研修で焦点を当てた 14 項

目のコンピテンシーについて、〔理解〕、

〔行動の意識化〕、〔遂行する自信〕の程

度を、それぞれ「している /ある」「概ね

している /ある」「あまりしていない /な
い」「していない /ない」の 4 件法で尋

ね、それぞれに 4 点～1 点を割り当て、

研修前後で対応のあるｔ検定を行った

（有意水準 5％）。その結果、領域 1 リ

ーダーシップに関する 5 項目中、3 項目

の〔理解〕、1 項目の〔行動の意識化〕、

4 項目の〔遂行する自信〕、領域 2 情報

知識の形成と運用に関する 9 項目中、5
項目の〔理解〕、4 項目の〔行動の意識

化〕、7 項目の〔遂行する自信〕の自己

評価が有意に高くなっていた。このこと

から、本研修は災害時における統括保健

師のコンピテンシーの理解、行動の意識

化、遂行する自信に一定の成果を上げる

ことができることが示唆された。遂行す

る自信については、研修前後で高まって

いた項目が 11 項目と最も多かった。D
県では災害対応に関する訓練を年 3 回実

施する等多くの研修を行っており、しか

し、研修 3 か月後の研修企画担当等保健

師へのインタビューにより、これまでの

研修は目標が明確ではなかったとのこと

で、受講者は研修による成果や自己の課

題を確認しにくかったと考えられた。本

研究班が実施した研修により、自己の到

達度が明確になったことが遂行する自信

の自己評価の高まりにつながったと考え

られる。コンピテンシーを用いて目標を

明確にすることにより、研修プログラム

が目標達成のために有効であったのかを

評価できるとともに、リフレクションを

取り入れることによって、受講者は自己

の到達度と課題を明確にすることができ

ると考えられる。  
また、それらコンピテンシーに基づく

講義・演習・リフレクションで構成され

た研修により高められた〔理解〕、〔行動

の意識化〕、〔遂行する自信〕の持続と行

動化の確認・評価の機会として、数ヶ月

後に訓練を実施する等、研修の特徴を考

慮した年間計画を立てることができると

より有効であると考えられる。  
研修企画担当等保健師へのインタビュ

ーから、県内統括保健師のニーズアセス

メントは研修企画担当者の感触からだけ

では十分行えず、研修で焦点を当てるコ

ンピテンシーを定めるのが難しかったと

の意見があった。よって、事前に統括保

健師等受講対象者にコンピテンシーの自

己評価をしてもらうことにより、受講ニ

ーズを明確にして研修を企画することも

一案として考えられる。  
さらに、演習に用いるシミュレーショ

ン事例をつくることは慣れていないと難

しいのではないかとの意見もあった。今

後、事例集を示すことも一案として考え

られるが、災害時におけるコンピテンシ

ーを高めるためには災害時の状況をイメ

ージできることも重要であり、事例づく

りを研修として行うことも一案であると

考えられる。  
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２．マニュアル・研修ガイドライン (案 )
の現場適用による検証と改善の要点  
 コンピテンシーを用いた研修の企画・

実施・評価は研修目標への一貫性を担保

する上で有用であり、研修企画の 4 ステ

ップの手順も分かり易く有用であると現

場サイドから評価を得た。  
 研修ニーズのアセスメントから研修で

焦点をあてるコンピテンシーの抽出、研

修目標の設定までは分かり易いが、具体

的な研修プログラムの構成及び方法の検

討の段階では、シミュレーション事例の

作成やその用い方（課題設定）の点で研

修企画者の助けとなる説明やツールが必

要だと示唆された。  
 マニュアル・研修ガイドライン（案）の

改善の要点として、以下が考えられた。

１点目に、コンピテンシーを活用した研

修企画の流れについての更なる明確化で

ある。Step１研修ニーズのアセスメント

及び Step2 研修目標の設定の段階から、

Step3 研修プログラムの構成及び方法の

検討への流れが一貫性を有して進むこと

が大事である。災害時の統括保健師の任

務（ミッション）がまずあり、その任務を

果たすために、その時々の状況下で統括

保健師が成すべきこと（役割遂行）は何

であるかが思考でき意思決定できるコン

ピテンシーが統括保健師に求められる。

思考や意思決定を行うために基盤となる

（根拠とする）知識・技術・態度は何かが

整理され研修の企画・実施・評価に活用

できるようにしていくことが必要である。

それらが明確になることによって、演習

で用いるシミュレーション事例の内容と

課題設定が焦点をあてるコンピテンシー

修得に対して充分な内容となると考える。 

 統括保健師の中核的な機能は思考と意

思決定であることから、統括保健師とし

てのコンピテンシー修得のための研修に

おいては、リフレクションが鍵となる。

マニュアル・研修ガイドラインに、リフ

レクションを用いることの重要性、リフ

レクションを通して目指す受講者の姿、

リフレクションの進め方、ファシリテー

ターの役割について、記述を追加する意

義や必要性がある。 

 

Ｅ．結論  
 4 県の本庁の保健師人材育成担当者に

マニュアル・研修ガイドラインを活用し

てもらい、統括保健師を対象とした災害

時研修の企画・実施・評価を実施した。  
その結果、受講者の成果として、受講

直後は、統括保健師としての自覚、判断・

意思決定・行動の理解、役割遂行に対す

る自己の問題点の把握が顕著であり、受

講 2 か月後の行動では、統括役割を意識

した平常業務の取組み、防災や総務職員

の保健師への理解と連携の前進等がみら

れ、現場に戻ってからも統括者としての

役割意識や行動化に影響を及ぼしている

ことが確認できた。県本庁の担当者への

聴取からは、これまでの研修の企画・実

施・評価の方法に比べて、コンピテンー

を活用した取組は企画・実施・評価に対

して系統的であり、一貫性を担保できる

と評価された。一方で研修プログラムの

具体的な構成や方法、特にシミュレーシ

ョン事例の作成と活用、リフレクション

の活用において課題が表出された。これ

ら課題に対してマニュアル・研修ガイド

ラインに加筆すべき点を検討し反映させ

た。  
 
本報告の末尾に、完成させた「統括保

健師のための災害に対する管理実践マニ

ュアル・研修ガイドライン」を資料とし

て掲載する。  
 
Ｆ．健康危険情報  
  なし  
Ｇ．研究発表  
 1.  学会発表  
・宮﨑美砂子：災害支援の仕組みづくり

と看護職のリーダーシップ．パネルデ

ィスカッション 1 災害時の専門職連携

におけるリーダーシップの開発と課題，

第 21 回日本看護管理学会学術集会抄

録集，146、2017．  
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・宮﨑美砂子，奥田博子，春山早苗，金谷  
泰宏，井口紗織：災害時における統括

保健師のコンピテンシー及び役割・権

限に関する意見調査．第 76 回日公衛会

抄録集，64(10)，306，2017. 
・Misako Miyazaki, Hiroko Okuda, 

Sanae Haruyama, Yasuhiro 
Kanatani, Nozomu Yoshitomi, Saori 
Iguchi: Developing a disaster 
response competency model for 
public health nurse leaders Based 
on experiences of natural disasters 
in Japan. Book of Abstracts, The 3td 
Asian Congress in Nursing 
Education（ACiNE） ,p279, 
Yogyakarta, Indonesia,2017.  

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  
 なし  
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A県 B県 C県 D県

平成２９年１０月６日（金）打ち合わせ 平成29年10月23日（月）打ち合わせ 平成29年11月2日（木）打合わせ 平成29年10月22日（金）打合わせ

①受講者の
ニーズ（該当
する統括保
健師の災害
時のコンピテ
ンシーの項
目番号）

〇「A県南海地震時保健活動ガイドライン」改訂に向けた協議中。（本庁機能，受
援体制などの強化）
〇県保健所と、市町村との協働により、市町村の保健活動に関するマニュアルの
策定も進んでいる（Ｈ29.10時点；県下３３市町村中１９ヶ所策定ずみ）。また、平時
の活動物品等の整備（地図、連絡先リストなど）も整いつつある。→領域３の（83）
〇統括保健師の災害時のコンピテンシーの実態についての詳細は不明である
が、人材育成マニュアル検討時に実施したアンケート結果より、今後、強化したい
能力として「健康危機管理」の回答がある。→領域１～３
〇統括的（管理期）保健師から、他の自治体の取り組みなどに関する情報共有の
場を望む声がある。
〇災害派遣支援、ＤＨＥＡＴ研修などの中央研修受講経験のある保健師は主に県
保健師であり限定的である。

○保健所・市町村において、災害対策における指揮命令系統（組織体制）、情報の流れが
明確になっていない可能性がある。
○災害時に情報を集約・処理し、保健師の采配を行うことについて統括保健師がイメージ
できていない（保健師間の調整を行う役割は認識できていても、保健活動及び保健師集団
の采配を自分がとるというイメージができていない）。

○（市町村の統括者の課題）　　役割の自覚と遂行に対して、格差が大きい。
○（保健所の統括者の課題）　　保健所の統括者は、市町村のことを気に掛けるとい
う意識と行動が必要である。

○リーダーシップ訓練には多くの統括保健師が参加しているが、災
害時に入ってきた情報の処理、共有やその情報から統括保健師と
して判断する力を高めていく必要がある。→領域２の
(31)(54)(62)(63)(69)(70)(71)
○集団としての捉え方や先を見通しイメージ化することを苦手とす
る保健師がいる。→領域２の(37)(61)(68)(80)(85)
○災害時システムも整備されつつあり、各種訓練も行っているが、
どのような情報がどれだけあるのか市町保健師は知った方がよ
い。→領域2-1、2-2

②所属組織
のニーズ（該
当する統括
保健師の災
害時のコン
ピテンシーの
項目番号）

〇平成27～28年度の2年間、県主催の災害をテーマとした研修会を開催した。そ
のため、災害時の保健活動やＤＨＥＡＴなどに関する基礎的な知識に関しては既習
ずみである。→領域３の（83）
〇統括としての具体的な役割の理解や、演習などによる実践的な経験は不足して
いる。→領域１～３
〇災害時の保健活動のために、どのような情報を、どのように収集し、分析し活用
するのかについて理解することが望まれる。そのため、コンピテンシー「2.情報知
識の形成と運用」に関する内容が望まれる。→領域２
〇市町村の保健活動は業務担当制が主であり、災害時の体制整備（役割分担な
ど含む）については明確ではない可能性が高い。→領域1の（3）

○統括保健師の配置は12保健所、20市町村（37.7%）。配置がない自治体においては、統
括保健師対象の研修に、年長の保健師が出席。統括者としての自覚や役割意識が充分で
なく出席している状況がある。
○昨年度他県発生地震にB県からも保健師を派遣したが、活動から得た教訓は、中規模な
自治体で保健師を分散配置している市では災害時に統括保健師が役割遂行できないと問
題が大きくなる可能性が高いということ。小規模で分散配置していないような町では統括保
健師が充分機能できない場合でも、何とか活動はまわる。また要援護者のリストが各部署
に分散している中で、それらを有機的に活用することができていないことも教訓となった。

○統括保健師の配置は8保健（支）所、市町村では、３０市町村中２９市町村に配置
している。事務分掌は、県では、本庁、８保健（支）所、市町村では、３０市町村中６市
町村に記載がある。

○平成24年度に県災害時健康支援マニュアルを作成。災害発生後の被災住民の生命
と安全の確保や、その後起こってくる様々な健康問題に対応するために長期的な健康
支援活動を現場で統括する人材を育成している。
○災害対応マニュアルは、県内35市町中28市町（80.0％）で作成済みである。統括保
健師の役割は明記されていないものが多い。コーディネーターの役割が記述されてい
るものはある。
○平成27年度に県東部地域の保健所で作成した市町保健師のためのリーダーシップ
訓練マニュアルがある。保健所が中心となって訓練を実施している地域がある。
○年3回情報付与訓練も行っている。その他、各種訓練を実施しており、初動の訓練
（保健師名簿や自宅からの距離等を書き込む等）もある。
○防災情報システムが稼働しており、被害状況やへり情報、医療ネットシステム（災害
拠点病院の稼働状況や災害時の人工透析患者等の受入れ、広域搬送等）を用いた訓
練を医療機関と実施している。災害拠点病院にはコーディネーターがおり、研修を行っ
ており、市町も参加している。
○平成17年度から防災局に保健師を配置している。
○保健所と市町が要支援者（人工呼吸器装着者等）の台帳を訪問看護ステーションと
も調整して作成している。福祉部門と地域包括支援センター、訪問看護ステーションが
協働して災害時要支援者をチェックしている市町もある。

②期待する
到達度

〇災害発災後の統括保健師に求められる判断、意思決定に必要な情報収集の項
目と収集方法について理解できる
〇災害発災後に必要な情報を収集、分析、運用するための体制について検討で
きる
〇災害時の情報の運用のために平常時に強化する取り組みについて明らかにで
きる

今回の研修ではフェーズ０～１、つまり発災後72時間以内を想定した研修とする。理由は統
括者としての役割遂行の最初の段階であるため。
選定したコンピテンシーの項目についてどのレベルの修得を目指すか？
○「内容を理解し、自分の役割をとして意識化できる」レベルの修得を目指す。
○「研修直後」だけでなく「２か月後においても上記修得の持続」を目指す。
○　なお受講者に対しては、マニュアル・ガイドラインのｐ８の「図１統括保健師に求められる
災害時のコンピテンシーの構成」の全体像を示し、その中で、今回の研修で特に焦点をあ
てるのは、ここの部分である、というように示す。

○フェーズ０～１、つまり発災後72時間以内を想定した研修とする。理由は統括者と
しての応援者要請の判断と行動に関する役割遂行の最初の段階であるため。
○「内容を理解し、自分の役割をとして行動を意識化できる」レベルの修得を目指
す。※具体的には、応援者についてどのような人材をどれくらいの量必要であるか
の算出ができるところまでを目指す。

○発災後初動時（72時間以内）に統括保健師に求められる判断や意思決
定（優先順位を含む）に必要な情報収集の項目と収集方法、活用方法につ
いて理解できる。（理解レベル）
○演習（図上訓練）において、発災後初動時（72時間以内）に統括保健師に
求められる判断や意思決定（優先順位を含む）に必要な情報収集の項目と
収集方法を示すことができる。また、それを活用した健康支援活動内容を示
すことができる。（模擬的に実施できるレベル）
○演習（図上訓練）において、災害発災後に必要な情報を収集・分析・運用
するための体制について検討できる。（模擬的に実施できるレベル）

表３　４県の研修企画シートまとめ

【領域１．リーダーシップに関する項目】
1-1非常時の意思決定
(2)活動方針と指示命令系統を明確にする
(3)行政機関としての災害支援のための組織的、継続的な活動体制を構築
する
(5)優先性の高い事項（順位）の判断及び決定を行う
領域1-2支援従事者の役割行動の組織化と管理・個人の尊重
(15)被災自治体の災害対応経験、マンパワー、組織内での保健師の立場を
アセスメントし、補完・代行すべき（補完・代行の支援を受けるべき）市町村
保健活動業務の内容を判断する＊市町村の立場
1-4変化する状況への持続的対応
(21)支援ニーズや、マンパワーに応じて臨機応変に活動体制を構築・再編
する（県内、市町村内の応援体制構築を含む）
領域２．情報知識の形成と運用に関する項目
領域2-1情報収集の努力の指向
(31)情報集約と発信の担当を定め、活動の
基盤となる情報が一元的に集まる体制をつくる
(32)積極的かつ直接的に情報把握すべき地域と情報内容の焦点化及び
チーム編成を行う（本庁は除く）
(38)保健事業委託機関、医療従事者及び社会福祉協議会等の地域資源の
被災状況と活動再開状況の把握を指向する（本庁は除く）
(39)避難者のうち要援護者の状況について行政が保有している既存情報を
活用する（本庁は除く）
(41)外部支援の必要性の判断のため、情報収集方法の検討や工夫を図る
（本庁は除く）
領域2-2情報収集
(45)自分が把握すべき情報と、情報源を確認した上で、情報収集を指示す
べき情報を識別する
(46)災害対策本部を通して情報収集を行う
2-3情報の分析
(64)優先順位や効率性について整理し、限られた資源の中でどれだけパ
フォーマンスを上げることができるか考える
2-4情報の使用・活用
(71)情報分析結果から、重点支援を要する地域を明確にし、必要な組織体
制の構築、対策の推進に活用する

※非常時の意思決定(4)、情報収集の努力の指向(41)、情報収集(45)、情報分析の
(62)、情報の使用と活用の(71)(72)は応援者の要請（どのような人材をどれくらいの
量必要であるか）の判断に関係するコンピテンシーであり焦点をあてる。
【領域１：リーダーシップに関する項目】
1-1非常時の意思決定
（２）活動方針と指示命令系統を明確にする
（３）行政機関としての災害支援のための組織的、継続的な活動体制を構築する
（４）応援要請の判断及び迅速な決定を行う
【領域２：情報知識の形成と運用に関する項目】
2-1情報収集の努力の指向
（31）情報集約と発信者の役割を定め、活動の基盤となる情報が一元的に集まる体
制をつくる
（33）被害が甚大な地域の情報を住民及び地区担当保健師から直接得る手段を開
拓する
（34）現場で活動している外部支援チームから情報が入る体制をつくる
（41）外部支援の必要性の判断のため、情報収集方法の検討や工夫を図る
2-2情報収集
(45) 自分が把握すべき情報と、情報源を確認した上で、情報収集を指示すべき情報
を識別する
2-3情報分析
(62) 収集した情報から支援の必要量や内容を算定する
2-4情報の使用と活用
(71) 情報分析結果から、重点支援を要する地域を明確にし、必要な組織体制の構
築、対策の推進に活用する
(72) 応援による支援の授受に関与する相互の組織の意向と目的を確認する調整を
行う

【領域１：リーダーシップに関する項目】
1-1非常時の意思決定
（２）活動方針と指示命令系統を明確にする
（５）優先性の高い事項（順位）の判断及び決定を行う
【領域２：情報知識の形成と運用に関する項目】
2-1情報収集の努力の指向
（31）情報集約と発信者の役割を定め、活動の基盤となる情報が一元的に集まる体制をつ
くる
2-2情報収集
(46) 災害対策本部を通して情報収集を行う
(48) 緊急対応を主幹する関係部署との連携・協働により情報収集を行う
(51) 地域資源について情報収集する
2-3情報分析
(56) アウトリーチによる断片的な情報の統合から状況を判断する
(58) 被災前の地域の健康課題と避難生活の現状とを関連づけて、問題を分析する
※(56)(58)は初動の計画立案と指示に関係する
(61) 被災後の変化する状況に応じて、重要な課題、優先的に取り組むべき課題を見出す
※(61)は優先順位の判断に関係する
(62) 収集した情報から支援の必要量や内容を算定する
2-4情報の使用と活用
(71) 情報分析結果から、重点支援を要する地域を明確にし、必要な組織体制の構築、対
策の推進に活用する
(72) 応援による支援の授受に関与する相互の組織の意向と目的を確認する調整を行う
※情報分析の(62)、情報の使用と活用の(71)(72)は応援者の養成（どのような人材をどれく
らいの量必要であるか）の判断に関係する

【領域２：情報知識の形成と運用に関する項目】
2-1情報収集の努力の指向
（31）情報集約と発信者の役割を定め、活動の基盤となる情報が一元的に集まる
体制をつくる
（34）現場で活動している外部支援チームから情報が入る体制をつくる
2-2情報収集
（46）災害対策本部を通して情報収集を行う
2-3情報分析
（59）庁内のどの部署にどのような情報を伝えると、どの問題が解決されるかを意
識して分析する
2-4情報の使用と活用
（73）情報分析結果から必要な対策の推進のため関係部署や上層部への説明を
行い、施策化への了解を得る

〇他自治体などの取り組みや、情報共有のための対話の機会のニーズが高いた
め、当初に話合いによる現状共有ができる、ＲＬＷとする。
〇ただし、Ｗ（演習）後のリフレクションが重要であるため、Ｗのあとに、リフレクショ
ンの時間を確保する。

１．研修の企画シート

ステップ2：
研修の目標
の設定

ステップ1：
研修のニー
ズアセスメン
ト(課題の明
確化）

研修主催自治体

①目標に取
り上げるコン
ピテンシーの

焦点化
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①事前学習

① 事前学習
〇「各所属における災害時の保健活動に備えた取り組みに関する実態」
（記名式　当日持参）
問1.市町村マニュアル作成状況
問2.災害に関する取組を推進する上で課題と感じていること
問3.災害に関する取組を推進する上で必要と思う能力
問4.その他（講師や他受講生に聞きたいこと　など）

〇研修実施要配布時に別添資料として「統括保健師のための災害に対する管理
実践マニュアル・研修ガイドライン案」送付ずみ(＊マニュルの事前学習としての指
示はなし）

①事前学習
○所属自治体の地域防災計画における指揮命令系統及び情報の流れについて確認して
もらう。
○研修会当日は、所属自治体における災害時の指揮命令系統及び情報の流れの図を書
いてもらうことを事前に伝え、関係資料を持参してもらう。

①事前学習
○所属自治体の地域防災計画における指揮命令系統及び被害想定の確認
○研修会当日は、所属自治体（保健所管内）が被災した場合に、県庁へ迅速に依頼
すべき派遣（応援）者に関する判断と行動について演習することを事前に伝え、関係
資料を持参してもらう。

○「県災害時健康支援マニュアル」及び各市町村の「災害対応マ
ニュアル」を読み、現在の自分の立場から災害時に担うべき役割を
確認して研修に臨む。提出は求めない。

③事後の方
向づけ

③ 事後の方向づけ
集合研修時、「研修受講2か月後の研修成果（評価）調査」用紙を配布。
事後評価への協力依頼を奥田より説明（1月末頃を目途、FAX送付依頼）

①事後の方向づけ
　研修会にて得られた気づき、学び、今後意識化していきたいことを、現場に戻り、どのよう
に反映させたか、が大事となる。研修時に「研修２か月後の研修成果の評価のための質問
紙」を配布。２か月後（１月下旬）の協力依頼を宮﨑より説明。また本庁所管課より、リマイ
ンダーメールをかけてもらう。

①事後の方向づけ
　研修会にて得られた気づき、学び、今後意識化していきたいことを、現場に戻り、
どのように反映させたか、が大事となる。研修時に「研修２か月後の研修成果の評
価のための質問紙」を配布。２か月後（１月下旬）の協力依頼を宮﨑より説明。また
本庁所管課より、リマインダーメールをかけてもらう。

○研修での学び、気づき、今後意識化していきたいことを、現場に
戻り、どのように反映させたか、が大事となる。
○集合研修時、「研修受講2か月後の研修成果（評価）調査」用紙
を配布。事後評価への協力依頼を春山より説明（1月末頃をめど
FAX送付依頼）

① リフレク
ションの実施
体制及び
ファシリテー
ターの役割
についての
計画

① リフレクションの実施体制及びファシリテーターの役割についての計画
〇ファシリテーターの確保
研修生５～６名で７Ｇ編成、各Ｇに１名のファシリテーターを配置
　候補者；県保健所室長、本庁人材育成担当部署室長、　奥田
〇「マニュアル・ガイドライン（案）」、演習内容の事前共有（メール）
〇研修当日（午前）、ファシリテーターとの事前打ち合わせの会の開催（1時間予
定）
・ファシリテーターへの研究概要説明、協力依頼同意書
・資料（リフレクションのすすめ方、研修資料）を用いた事前打ち合わせの実施

① リフレクションの実施体制及びファシリテーターの役割についての計画
○午前中の演習「所属自治体の災害対策における指揮命令系統（組織体制）及び情報の
流れについて」
グループにファリシテーターは配置しない。吉富・宮﨑・本庁所管課は分担して全体の様子
を観察・必要時助言。
○午後の演習「演習発災後72時間における情報活用と統括保健師の役割（課題１）（課題
２）」
グループにファリシテーターは配置しない。吉富・宮﨑・本庁所管課は分担して全体の様子
を観察・必要時助言。
○研修会最後の総括にて講師役・企画者よりコメントを行う（吉富・宮﨑・本庁所管課）

① リフレクションの実施体制及びファシリテーターの役割についての計画
○演習時の各グループにファリシテーターは配置しない。春山・宮﨑・本庁所管課は
分担して全体の様子を観察・必要時助言。
○研修会最後の総括にて講師役・企画者よりコメントを行う（春山・宮﨑・本庁所管
課）

○リフレクションについて、グループ毎のファシリテーターは置かな
い。春山が全体ファシリテーター。本庁所管課、春山、井口は、分
担してリフレクションの様子を観察する。観察したことは記録する。
○全体講評について、研修企画側（本庁所管課、春山、井口）より
全体講評する。

② 到達度の
評価につい
て計画

② 到達度の評価について計画
（１）研修会直後の評価
期待する到達目標（コンピテンシー）に対する理解度（4段階）の評価、および
今後の研修への希望(自由記載）を追記する
（２） ２か月後の評価
情報収集、活用に関する現時点での自身の程度（4段階）について追記する
（３）ファシリテーターへのインタビュー：研修実施後、インタビュー表を用いたヒアリ
ングの実施
（４） 本庁所管課の研修企画担当者へのインタビュー：受講者の２か月後の評価
後（２月中旬）に、質問紙とヒアリング調査を実施。

②到達度の評価について計画
（１）研修会直後の評価
「研修受講直後の成果の評価のための質問紙」１～３を用いる。加えて、今回の研修で焦
点をあてた「組織体制と情報の流れの理解」「情報活用と統括保健師の役割」にかかわるコ
ンピテンシーの項目について「理解」「行動の意識化」の程度を尋ねる。また県独自に追加
する設問についても検討する。
（２） ２か月後の評価
　研修時に「研修２か月後の研修成果の評価のための質問紙」を配布。２か月後の（１月下
旬）の「理解」「行動の意識化」の持続と行動への反映、周囲への反映の程度を尋ねる。
（３）  本庁所管課の研修企画担当者へのインタビュー：受講者の２か月後の評価後（２月中
旬）に、質問紙とヒアリング調査を実施。

②到達度の評価について計画
（１）研修会直後の評価
「研修受講直後の成果の評価のための質問紙」１～３を用いる。また県独自に追加
する設問についても検討する。
（２） ２か月後の評価
　研修時に「研修２か月後の研修成果の評価のための質問紙」を配布。２か月後の
（１月下旬）の「理解」「行動の意識化」の持続と行動への反映、周囲への反映の程
度を尋ねる。
（３） 本庁所管課の研修企画担当者へのインタビュー：受講者の２か月後の評価後
（２月中旬）に、質問紙とヒアリング調査を実施。

（１）研修会直後の評価
「研修受講直後の成果の評価のための質問紙」を用いる。加えて、
本研修で焦点を当てた『災害時における統括保健師のコンピテン
シー』の各項目について、［理解］［行動の意識化］の程度を尋ね
る。研修前との変化をみる。

（２）２か月後の評価
　研修時に「研修2か月後の研修成果の評価のための質問紙」を配
布。２か月後（１月下旬）の［理解］［行動の意識化］［自信］の持続
と行動への反映、周囲への反映の程度を尋ねる。

（３） 本庁所管課の研修企画担当者ヘのインタビュー：受講者の２
か月後の評価後（２月中旬）に、質問紙とヒアリング調査を実施。

ステップ４：
研修の評価
計画の立案

②集合型対面学習
○日時：平成29年11月24日（金）9:30～16:30
○場所：県自治研修所
○対象者：県内の県及び市町村（中核市を含む）の統括保健師。　県12人＋53市町村、 計64人
○プログラム（案）LWR型で実施
午前 テーマ：組織体制と情報の流れの理解
9:30～9:40 挨拶及び研修の趣旨及び進め方の説明 【本庁所管課】
9:40～9:50 研修に伴う研究協力の依頼 【宮﨑】
9:50～10:20 講義「組織とリーダーシップ」 【吉富】
10:20～11:30 演習「所属自治体の災害対策における指揮命令系統（組織体制）及び情報の流れについて」
①個人ワーク（作図）、②グループワーク（グループ内で各自の発表と質疑）
③リフレクションの説明④グループ内でのリフレクション（気づき、学び、今後意識すべきことを発表し合
う）【 グループにファリシテーターは配置しない。吉富・宮﨑・本庁所管課は分担して全体の様子を観
察・必要時助言。】
11:30～12:00 全体共有（グループでどのようなリフレクションがなされたか発表）及びコメント【 コメント
は吉富・宮﨑・本庁所管課より行う】
午後 テーマ：情報活用と統括保健師の役割
13:00～13:30 講義「発災後72時間における情報活用と統括保健師の役割（統括保健師に求められる
災害時のコンピテンシーを踏まえて）」 【宮﨑】
13:30～13:40 演習方法・リフレクションの説明 【本庁所管課・宮﨑】
13:40～13:50 演習「演習発災後72時間における情報活用と統括保健師の役割」
○方法：シミュレーション事例を用いたグループワーク
＜事前準備＞
○シミュレーション事例の作成：県内の被害予測を参考に作成（本庁所管課）。
○ケースメソッド方式で、時間展開に沿って取組課題（設問）を設定（宮﨑）。
○グループ編成：県（複数の被災自治体を管轄する立場）と市町村（被災自治体としての立場）を分け
て編成（本庁所管課）。
13:40～14:40 課題１「情報収集の努力の指向」及び「情報収集」（発災初期に何をすべきか）グループ
ワーク（20分）＋全体発表（20分）＋コメント（10分）＋グループ内でのリフレクション（10分） グループに
ファリシテーターは配置しない。吉富・宮﨑・本庁所管課は分担して全体の様子を観察・必要時助言。コ
メントは吉富、宮﨑、本庁所管課より行う
14:40～14:50 　休憩
14:50～15:50　 課題２「情報分析」及び「情報の使用と活用」（派遣者要請の意思決定）グループワーク
（20分）＋全体発表（20分）＋コメント（10分）＋グループ内でのリフレクション（10分） 【課題１と同様】
15:50～16:10　 質疑及び総括（全体講評） 【吉富・宮﨑・本庁所管課】
16:10～16:20　 評価シートの記入
16:20-16:30 研修後の方向づけ・２か月後の評価の依頼 【本庁所管課・宮﨑】

② 集合型対面学習
〇日時：平成29年１１月２１日（火）　１３：3０～１６：3０
〇会場：〇〇ホール　２階
〇対象者：統括的立場の保健師、サブ（次期）統括保健師（管理期保健師）
　　　４５名（1所属２名定員申し込み制）
　その他：オブザーバー（県立大学，本庁他課・関連業務（災害，難病等）担当者
等）
〇プログラム構成：ＲＬＷ+Ｒ
Ｒ（平時の取り組み）ＬＷ＋Ｒ（演習，研修を経たリフレクション）
〇研修会　時間配分（案）
13：30～　主催者挨拶【県庁】
～13：40　研究概要（位置づけ、評価協力依頼）説明【奥田】
13：40～14：10　GW:事前課題を活用し、取り組みの現状、必要な能力について明
らかにする。
14：10～14：30　講義「災害時の情報活用と統括保健師に求められる役割」【奥
田】
14：30～15：30　演習「災害時の情報活用と統括保健師の役割」【奥田】
＜事前準備＞A県南海地震時保健活動ガイドラインの記録様式，市町村公衆衛
生活動マニュアルを参考に情報の設問、解説資料案を作成」【奥田】
15：30～15：40　休憩
15：40～16：00　リフレクション
個人リフレクション（5分）⇒演習中の自己の考えや行動を振り返ることにより問題
点、改善策を検討する。グループ内リフレクション（15分）⇒受講者の振り返りに基
づき、なぜそのように考えたのか、今、どのような問題点として把握し、改善の方向
性と改善策を明確にしたのかをファシリテーターとの対話やフィードバックで深化さ
せる。
16：00～16：30　全体討議、総括
＊グループ編成：圏域を考慮（1グループ５～６名編成）
＊ファシリテーター事前打ち合わせ：研修会当日（11/24　午前中）約１時間予定

②集合型対面学習
○日時：平成29年11月27日（月）13:00～16:00
○場所：県民文化会館
○対象者：県内の県及び市町村（中核市を含む）の統括保健師（次期統括保健師及
び災害時調整担当保健師を含む）　8保健所＋30市町村。出席者は50名
○プログラム（案）LWR型で実施
 テーマ：受援のための初動と統括保健師の役割～発災時における応援要請の
意思決定と行動化に向けて～
13:00-13:10 挨拶及び研修の趣旨及び進め方の説明【 本庁所管課】
13:10-13:20 研修に伴う研究協力の依頼 【宮﨑】
13:20～14:00 講義「受援のための初動と統括保健師の役割：発災時における応援
者要請の意思決定と行動（統括保健師に求められるリーダーシップと情報の取扱い
のコンピテンシーに焦点をあてて）」【宮﨑】
14:00-15:20 演習「受援のための初動と統括保健師の役割：発災時における応援者
要請の意思決定と行動」
○方法：シミュレーション事例を用いたグループワーク
＜事前準備＞
○シミュレーション事例の作成：過去の災害事例を参考に作成（本庁所管課）。
○事例における取組課題（設問）の設定（宮﨑）
○グループ編成：県（保健所と市町村（人口規模別））に分けて編成（本庁所管課）。
（14:00～14:10） 演習の進め方・リフレクションの説明 【本庁所管課・宮﨑】
（14:10～15:20） 演習時の取組課題（災害発生後２４時間未満）：演習１(発災後７時
間３０分)「情報収集の努力の指向」と「情報収集」、演習２（発災後１２時間３０分）派
遣者要請の意思決定と実行に必要な「情報分析」と「情報の使用と活用」：グループ
ワーク（30分）＋全体発表（20分）＋コメント（10分）＋グループ内でのリフレクション
（10分） 【グループにファリシテーターは配置しない。春山・宮﨑・本庁所管課は分担
して全体の様子を観察・必要時助言。コメントは春山、宮﨑、本庁所管課より行う】
15:20～15:40　 質疑及び総括（全体講評） 【研究班：春山・宮﨑及び本庁所管課】
15:40～15:50　 評価シートの記入
15:50-16:00 研修後の方向づけ・２か月後の評価の依頼 【本庁所管課・宮﨑】

②集合型対面学習
○日時：１１月２０日（月）１１：００～１６：００（昼休憩1時間）
○場所： 男女共同参画センター
○対象：健康福祉センター及び市町村保健師等地域保健従事者、関係者
で原則として管理期にある者（市町村保健師29名、県保健師12名、県管理
栄養士1名、計42名）
○プログラム構成：ＬＷＲ型
【災害時健康支援コーディネーター養成研修会】
11:00～12:00講義「災害時における統括保健師のコンピテンシー－情報知
識の形成と運用に焦点を当てて」【春山】（コンピテンシーとは、災害時における
統括保健師のコンピテンシー整理の過程、災害時における統括保健師のコンピテン
シーの自己評価、災害時における統括保健師のコンピテンシー（領域2情報知識の形
成と運用に関する項目を中心に）、コンピテンシーを伸ばすために、研修に伴う研究協

力の依頼）
13:00-13:10全体の説明（目的・最終目標・実施方法）【本庁所管課】
13:10-13:15グループ内自己紹介
13:15-13:20被害想定の情報付与【本庁所管課】
－演習開始－
13:20-14:00　24時間時点　情報把握・情報管理（保健師稼働状況の把握
GW、情報収集の方法の検討GW、情報の管理の検討GW（付与情報あり）
【本庁所管課】
14:00-15:00　72時間以降　健康支援活動のための人員配置等の調整（付
与情報の説明・GW、発表・解説を2回）【本庁所管課】
15:00-15:10　休憩
15:10-15:40　リフレクション（目的説明・個人のリフレクション5分、グループ
内でのリフレクション15分、全体発表・共有（自分自身の気づきと今後の具
体的なアクションプラン）10分）【春山】
15:40-16:00　全体講評・研修の方向付け【本庁所管課、春山、井口】
16:00　　　　研修評価の依頼・２か月後の評価の依頼【本庁所管課】
＜事前準備＞
○シミュレーション事例の作成：本庁所管課
○グループ編成：県（保健所と市町村）に分けて編成：本庁所管課
○演習において、グループ毎のファシリテーターは置かない。本庁所管課
が全体ファシリテーター。本庁所管課、春山、井口は、分担して演習の様子
を観察・必要時助言する。観察・助言したことは記録する。

②集合型対
面学習

ステップ3：
研修プログ
ラムの構成
及び方法の
検討
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表４ 県本庁の保健師人材育成担当者のへ評価のための意見聴取の集約結果 
質問１：マニュアル・ガイドラインを活用して統括保健師を対象とした災害時研修を企画・実施・評価を行
ったことは、これまでの研修の企画・実施・評価と比べて、どのような点が、有用であると思いますか？特
に、研修のニーズのアセスメント、研修の目標の設定、研修プログラムの構成及び方法の検討、評価計画の
立案の、研修企画の各ステップについて、どのような点が役立ったのか、お聞かせください。 
【コンピテンシーを用いた研修の企画・実施・評価の意義】 
・焦点をあてるコンピテンシーを明確することにより研修を企画から評価まで一貫して行うことができ

た。 
・コンピテンシーに基づく研修計画であると、コンピテンシーを評価指標として評価計画に活用すること

ができ、評価計画の立案と評価がしやすい。また研修の成果も明確になりやすい 
・求める能力の明確化や研修目標を具体的に設定できる点が有益である。また、研修の企画～実施～評価

の一連のプロセスを確認しながら実施することができた。 
・災害時の統括保健師に求められるコンピテンシーが具体的に示されているためどのような力量の形成

が必要なのかが統括保健師への意識付けとしても活用できる。 
・今回は、県庁の企画担当者の判断で修得をめざすコンピテンシーを設定したが、今後は、受講者の実態

やニーズを具体的に把握した上で企画をすることがより適切であると考える。 
コンピテンシーがあることで、これを元に何ができていないのだろうとニーズアセスメントに役立つ 

・これまで漠然と情報伝達等の研修をしていた面があったが、コンピテンシーに基づいて、情報伝達の何
を目標とするのか、研修目標を焦点化しやすい。コンピテンシーにより、統括保健師の求められる能力
が具体的に理解しやすく、研修目標の設定に役立つ。 

・コンピテンシーに基づく研修は、これまでの単発で行われていた研修ではなく、長期的な研修計画を可
能にする（今回はこの部分とか、今回はこのレベルまでなどように）。 

【ステップによる研修企画方法の意義】 
・ニーズのアセスメントから企画・実施・評価まで系統立てて取組むことで、次の研修実施への PDCA サ
イクルを回しやすく、効果的だと感じた。 

【研修のニーズのアセスメント、研修目標の設定の意義】 
・アセスメントの結果を踏まえ、統括保健師に求められるコンピテンシーと照らし合わせることで、目標
を明確にするという道筋は理解し易いものであった。 

・これまでの調査結果や情報伝達訓練。被災地での活動を通して得た教訓に基づき、ニーズをアセスメン
トしていった。アセスメントについてはこれまでの研修企画の取組方と大きな差はないが、今回これま
でと異なるのは、企画時に研究班メンバーと意見交換する中で、優先順位が整理された。 

【研修プログラムの構成・方法の検討の意義】 
・プログラムにテーマを示すことで受講者が習得すべき目標を意識づけることができた。テーマに合せて
講義と演習の到達目標を明確にし、関連性を考慮してプログラムを組むことができた 

・講義と演習を組み合わせることにより、知識と実践がつながり、実際の活動をイメージ化し易かった。 
・組織とリーダーシップの視点を盛り込むことによって指揮命令系統や組織を動かすこと、他組織との連
携の取り方等広い視野で組織を捉えることに役立った。 

【研修の評価計画の立案の意義】 
・今回の研修で焦点化したコンピテンシーの項目を評価指標に挙げたことで、受講者の習熟度や課題を把
握することができた。 

・受講直後に統括者として自覚を高めたことを、２か月後の評価で、その後どのような行動に繋げたのか
を確認することが出来て良かった。そこまで見届けることが評価として重要である。 

・統括者の災害時の活動の前提に平時の役割がある。日ごろ行っていないことは災害時にできない。平時
の統括者としての業務の積み重ねに、如何に落とし込めるかどうかが大事であり、そこへの方向付けを
ある程度できたと思うし、今 回そこの重要性が明確になった。・演習の後にコメントが入ることは、重
要なポイントを押さえることができ、効果的であった。 

・研修評価の質問紙を、ひな型を基に、県独自の点を加えて作成することにより、評価指標を明確に設定
することができた。 

【リフレクションの意義】 
・単なるグループワークではなく、リフレクションが位置づけられているので、研修や実践の振り返りを
促しやすく、研修目標に沿った自身の強みと課題を明確にすることができる。 

・リフレクションにおいて、今後に向けて意識化することが入っていることがよい。アクション・プラン
（まず何をするか）を考えたことが受講者の２か月後の行動化につながったと思う。 

・統括者としての自分の課題を言語化しておくこと、次への抱負を述べることが大事と思った。 
・リフレクションを用いたのはよかった。絶対に必要である。 
・グループでのリフレクション、リフレクションに基づく決意表明（今後こうしたことに統括者として取
り組んでいきたい）とその決意表明の全体共有の流れは良かった。 

・演習終了後のリフレクションによる気づきと、事前課題の一致性を確認する意見があり、受講前の動機
づけのための課題の提示、および課題設定は適切であった。 

【シミュレーション事例の活用】 
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・シミュレーション事例を取り入れたことにより、実際に統括保健師として求められるコンピテンシーに
気づかされると共に、役割を果たす必要性についても理解が深まったと考えられる。 

【統括保健師（次期統括保健師）に焦点をあてた研修の意義】 
・今回の研修は受講者を各自治体の、統括保健師もしくは、次期統括保健師であり、人数の制限も設けて
受講者を募った。自治体においても受講者の推薦にあたって、期待する職員を選別して受講させること
につながり、同じ立場の者同士で学ぶ機会であることも研修の評価に良い影響をもたらすと考えられ
た。 

質問２：マニュアル・ガイドラインを県の本庁の保健師の人材育成担当者が活用する上で、改善を要する
部分がありましたら意見をお聞かせください。 

【コンピテンシーの活用】 
・コンピテンシーの活用の仕方が明確になると良い。自己チェックにも活用できる。 
・コンピテンシーを研修のニーズのアセスメントに活用できることを明記してもよいのではないか。研修
企画において、そこから始めることにしてもよいのではないかと思うくらいである。今回、受講前後に
コンピテンシーの自己評価を入れたことによって、統括保健師に求められるコンピテンシーの理解と振
り返りという自己評価･自己研鑽にもつながると思った。また、研修企画側として、担当になったばかり
だと、全てのコンピテンシーが重要に思えて、焦点化が難しい。前任者からの引き継ぎ・情報で想定で
きる部分もあるが、研修の PDCA を回すことが必要だと思う。コンピテンシーの自己評価でニーズアセ
スメント、それに基づく研修計画、実施後実地訓練で行動化、その評価に基づきニーズアセスメントと
いうように PDCA サイクルを回せるとよい。そのようなこともマニュアルに記載するとよいのではない
か。 

【研修のニーズの把握】 
・県として統括者全体の底上げという狙いがあったが統括者全体のニーズと個人のニーズとをうまく関連
づけながら体系立った研修にしていくことが重要である。 

・受講者の今までの受講履歴が分からなかったのでニーズのアセスメントは県の総体として考えることは
できたが、個々の受講者のニーズのアセスメントまではできず、今後、研修申し込みの時点で履歴を把
握するなどして、目標設定、グループワーク時のメンバー構成、個人に合わせたフォローアップに繋げ
ていくことが重要である。 

【研修の目標設定】 
・研修目標の絞りこみが大事である。今回コンピテンシーを用いて焦点化していったが、統括者の災害時
の役割の全体像において、どのあたりをその研修で扱うのかが見えると良い。 

・研修受講 2 か月後のアンケートをしたことで、個人のその後の状況が分かった。それを見てフィードバ
ックができると思ったし、フィードバックすることが大事であるように思った。 

・何をもって研修のゴールとするのかの設定が難しい。より明確になると良い。 
・1 回の研修で「役割遂行に対して自信を得る」まで求めるのは難しいのではないかと感じたが、行動を
起こすレベルではなく意識面でということで理解した。 

【研修プログラムの構成・方法の検討】 
・統括保健師として大事なことは、状況判断、人を見て人を動かす、思考力、予想して行動することであ
り、それらを意識化できると良い。 

・研修方法の例示（シミュレーション事例の作成のポイントを含む）があると良い。これだったら、やれ
そうだ、という例示があると良い。 

・県単位、保健所単位、市町村単位、それぞれにおいて研修方法の例示の記載があると役立つ、 
【研修の評価】 
・今回の評価の結果をみると統括保健師であることの自覚は高まったが、その後どのような行動に繋がっ
たのか、そこが評価として大事である。地域防災計画を変えるところまで行動が至ると良い。自治体の
動きの情報も入手しながら保健師も行動できると良い。 

・研修受講２か月後の評価回答の未提出の要因は、研修後の具体的な実践に至っていないことによること
が想定される。研修の目的や、統括保健師の役割の認識のばらつきの結果でもあるのかと思われる。研
修の受講という受け身にとどまらない、継続的なフォロー体制や、その重要性への意識付けの強化など
さらなる工夫が必要である。 

【リフレクションについて】 
・ただ依然として情報交換で終わっているグループもあった。リフレクションの仕方をさらに工夫する必
要がある。 

・学びを深めるために演習の後にリフレクションを御取り入れたことは有意義であると思う。しかし今回
の研修では受講者がその進め方に慣れていなかったことやファリシテーターが各グループにいなかった
こともあり、うまく実施できず、効果が充分に得られなかったのではないかと考える。 

・リフレクションを効果的に実施するために、ファリシテーターの配置が必要であった。しかしファリシ
テーターをどう確保するかに課題がある。 

【演習・シミュレーション事例の作成】 
・シミュレーション事例を県の被害想定から作成したが、作成にかなりの時間を要し、演習内容に対する
明確な答えを事例作成者として想定できていなかった（シミュレーションの企画・作成者側の意図、何
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を習得すべき事項としてコメントのフィードバックをするかの明確化が必要。伝えるべき情報はもりだ
くさんになりがちであるので、絞り込むことが・必要である） 

・シミュレーション事例の作成にあたって、作成のポイントや回答の考え方を示してもらえると参考にな
る。 

・演習を考えるのが難しいと思う。フェーズ毎の、かつコンピテンシーと関連させて、演習・シミュレー
ション事例が示されていると、演習のイメージができて、よいのではないか。あるいは、演習事例を考
えることを、１つのトレーニングに位置づけてもよいのではないか。事例をイメージすることは、実践
にも役立つと思う。 

・ガイドラインは厚くない方がいいので、演習事例集として別にするのもよいと思う。 
・研修企画（演習内容等）においては、地域資源の状況も踏まえて考えましょう、ということを明記する
とよいのではないか。例えば、サービス付き高齢者向け住宅があるような地域の場合、そこへの対応を
考えられるような演習を入れるのも良い。 

その他の意見 

【ファリシテーターの養成】 
・県内では、中堅期の事業評価研修（演習指導）にファシリテーターを配置して実施している。ファシリ
テーターは、保健所の地域支援室長、もしくは科学院の短期研修受講者としている。そのため今回の統
括研修においても、このメンバーでファシリテートを担う体制をとることが可能であった。基本的には
グループワーク指導の経験や役割の認識のあるメンバーであるが、事前に本研修の目的，グループワー
クやリフレクションに関する説明や、ファシリテーターの役割などに関する事前打ち合わせは効果的な
研修の運営のために必要だと考える。 

【人材育成との関連】 
・受講履歴の記録シートの作成は今後の課題 
・統括者とは機能であるので、スタッフレベルにも理解しておいてもらう必要がある。スタッフレベルで
の研修にも統括者の機能に関する情報を入れておく必要がある。 

・統括保健師の研修の体系があると良い。 
・研修企画を担う人材育成担当者向けの研修（研修の企画、シミュレーション事例の作成、演習のフィー
ドバックのコメントとして何を返し伝えるかの明確化）があると良い 

・今回の研修を職場に持ち帰って何か行動してくれるだろうかということが、一番気になっていたが、2
か月後の評価で、何かしらのことをした保健師が結構いることがわかり嬉しく思う。 

・このようなガイドラインを活用できるようになること自体が結構難しいので、このガイドラインの活用
のための研修が国立保健医療科学院等で実施されるとよい。 

・次年度からの研修では本ガイドラインを活用して研修計画を立てていきたい。 
・このマニュアル・ガイドを役立てるには、人材育成担当者の研修、さらに情報交換の場があると良い 
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（資料） 
 

平成 28-29 年度厚生労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事業 
「災害対策における地域保健活動推進のための管理体制運用マニュアル実用化研究」 

 

 

 

 

統括保健師のための災害に対する 
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はじめに 
 

近年の災害は、その原因、規模、被災地域の背景も多様であり、被災地の健康支援においては、
支援活動を組織的に推進していくリーダーシップと情報分析力が強く求められています。 

統括的な役割を担う保健師（以下、統括保健師）は、平時はもとより、災害時において、健康支
援推進の要となることが過去の災害事例の検証からも示されています。しかしながら、災害時に
統括保健師が担うべき役割、コンピテンシー（実践能力）、人材育成方法の基本的な在り方は明確
になっていません。 

統括保健師は、「地域における保健師の保健活動について（平成 25 年 4 月 19 日健発 0419 第 1
号通知）」において、「保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、技術的及び専門的側面から
指導役割を担う部署を組織内に位置づけ、統括的役割を担う保健師を配置するよう務めること」
と明記されました。平成 29 年 5 月 1 日時点での配置の実態は、都道府県では 46 自治体（全都道
府県のうち 97.9％）、市区町村では 866 自治体（全市区町村のうち 49.7％）です。また、統括保
健師の数は合計 1,331 人であり、都道府県では、本庁に 56人（都道府県配置の 19.6％）、保健所
に 214 人（同 74.8％）、また市区町村では、本庁に 444 人（市区町村配置の 42.5％）、保健所に 48
人（同 4.6％）、市町村保健センターに 399 人（同 38.2％）の状況にあります（平成 29 年 5 月 1
日時点 厚生労働省 保健師活動領域調査）。 

この統括保健師のための災害に対する管理実践マニュアル・研修ガイドライン（以下マニュア
ル・ガイドライン）は、平成 28－29 年度厚生労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総
合研究事業「災害対策における地域保健活動推進のための管理体制運用マニュアル実用化研究」
による調査研究の成果に基づき作成したものです。災害時における統括保健師の役割・機能の充
実と実効力を高めるために、統括保健師のための災害時の管理実践マニュアルとして、その役割・
機能の内容、必要と考えられる組織体制の在り方を示すこと、また、統括保健師の災害時の管理
実践能力の開発及び育成に向けて、都道府県や保健所設置市の本庁における人材育成担当部署が、
職員の体系的な人材育成の一環で計画する災害時の対応力を高める研修の企画・実施・評価にお
いて役立つ研修ガイドラインを提示すること、を目的としました。 

各自治体において、本マニュアル・ガイドラインを基本的なガイドとして活用いただくことに
より、それぞれの自治体の特性や課題を踏まえた、統括保健師の役割・機能発揮のための体制づ
くり、さらには、人材育成計画の推進、研修の企画・実施・評価に役立てていただけると幸いで
す。このマニュアル・ガイドラインが各自治体の人材育成担当者に活用され、また人事担当者に
も周知されることによって、災害対策を視野に入れた統括保健師の育成及び配置の進展、地域保
健活動における災害対策の進展に役立つことを期待いたします。 

このマニュアル・ガイドラインの作成過程において、多くの関係者の皆さまの協力を得ました。
意見調査に回答をいただいた統括保健師の皆さま、ヒアリングに応じてくださった管理的なお立
場にある保健師の皆さま、さらに本マニュアル・ガイドラインを用いた研修の企画・実施・評価
にご協力をいただいた４県の本庁の人材育成担当及び統括保健師の皆さまに、深く感謝いたしま
す。 

このマニュアル・ガイドラインを多くの現場で活用いただき、さらにご意見をいただけると幸
いです。 

 
 
平成 30 年 3 月 

研究代表者  
千葉大学大学院看護学研究科 宮﨑美砂子 
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第１部 本マニュアル・ガイドラインについて 
 

１．目的 
このマニュアル・ガイドラインは、災害時における統括保健師の役割・機能の充実と実効 

力を高めるために、統括保健師のための災害時の管理実践マニュアルとして、その役割・機
能の内容、必要と考えられる組織体制の在り方を示すこと、また、統括保健師の災害時の管
理実践能力の開発及び育成に向けて、都道府県や保健所設置市の本庁における人材育成担当
部署が、職員の体系的な人材育成の一環で計画する災害時の対応力を高める研修の企画・実
施・評価において役立つ研修ガイドラインを提示すること、を目的とする。 
 研修ガイドラインは、1)コンピテンシーを基盤に置いた（Competency-based）研修の企
画・実施・評価、2)各自治体における研修ニーズに基づき企画する人材育成研修、3)研修時
のリフレクション（振り返り）と評価方法の明確化及び研修後の継続的な能力開発、に活用
できることを特徴とした。 

なお災害時の統括保健師のコンピテンシーとは、「災害時において、統括保健師として、
何を目指すのか、何を大事とするのか、に関わる態度・価値観・役割意識であり、また活動
の計画・実施・評価を推進するために必要な判断と意思決定に関わる知識・技術・行動を総
体的に表す能力」と定義した。 

統括保健師の配置及び体制は、自治体において整備途上にあるため、本マニュアル・ガイ
ドラインで扱う統括保健師とは、当該役割の発令や業務内容の明文化がなされているかどう
かは問わないが、災害時において、派遣者の調整等のように部署横断的な役割を中心的に担
いながら災害時の健康支援活動を組織的に推進する役割を担う者とする。 

 
２．利用者及び活用方法 
１）統括保健師及び副統括の役割を担う者 
本冊子第２部の管理実践マニュアルとして示す部分は、都道府県及び保健所設置市の本
庁、保健所、市町村のそれぞれの地域保健活動の拠点において、統括保健師あるいは副統
括としての役割を担う（または期待されている）者が役割を意識し、充分に役割を発揮す
るためのガイドとして活用できるものとする。 

 
２）都道府県本庁等の保健師人材育成計画の担当者 
本冊子第３部の研修ガイドラインの部分は、都道府県及び保健所設置市の本庁において、
保健師の人材育成計画を担当する者が、都道府県（圏域）内の統括保健師の災害への対応
能力の開発に向けて、研修を企画・実施・評価するためのガイドとして活用できるものと
する。 

 
３）自治体の防災部門職員、職員の人材育成担当者、人事担当者 
上記２）に加えて、各自治体の防災部門の事務職、職員課等の人材育成担当者や人事担当
者にも、本マニュアル・ガイドラインの内容が周知されることにより、災害時の統括保健
師の役割を見据えた人材育成及び人材配置への理解を深め、行政組織の体制構築に役立て
てもらうために活用できるものとする。 

 
３．焦点をあてる災害の種類・場面  
１）焦点をあてる災害 
本マニュアル・ガイドラインは、自然災害（主として地震災害及び豪雨水害）への対応に
焦点をあてる。また災害の規模は、県外から支援が必要な被災状況を想定する。その理由
は、県外から支援を要する規模の自然災害を想定した、統括保健師のマニュアル・ガイド
ラインを基本的な内容として提示することにより、応用に資するガイドとなると考えるか
らである。 

２）想定する場面 
発災直後から復旧・復興さらに平時の備えに至るまでの災害サイクルのすべてのフェーズ
を含め、統括保健師のマニュアル・ガイドラインとして基本となる内容を扱う。
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３）想定する統括保健師の配置状況 
 統括保健師の設置や配置は、それぞれの自治体で異なる状況にある。本マニュアル・ガイ

ドラインは、汎用性のある基本的事項を示すため、統括保健師は、都道府県（または保健
所設置市）、保健所、市町村それぞれの地域保健活動拠点の保健衛生部門に１名の配置を
前提に作成する。 

 
４．自治体保健師のキャリアラダー及び既存の人材育成研修との関係 

１）自治体保健師のキャリアラダーとの関係 

 保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ（平成 28年３月 31日）に示

された「自治体保健師の標準的なキャリアラダー（専門的能力に係るキャリアラダー）」に

おける【4.健康危機管理に関する活動】のキャリアレベル A-4 及び A-5、加えて「自治体保

健師の標準的なキャリアラダー（管理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー）」にお

ける【2.危機管理】のキャリアレベルにおける B-2（係長級）及び B-3（課長級）に示され

た能力について本マニュアルは役割・機能及び研修の点から具体的内容を示すものである。 

 
表 1 自治体保健師の標準的なキャリアラダー（専門的能力に係るキャリアラダー） 

求められる能力 A-4 A-5 
キ
ャ
リ
ア
レ
ベ
ル
の
定
義 

所属組織における役割 ・所属係内でチームのリーダーシッ
プをとって保健活動を推進する。 
・キャリアレベル A-5 の保健師を補
佐する。 
・関係機関との信頼関係を築き協働
する。 
・自組織を越えたプロジェクトで主
体的に発言する。 

・所属課の保健事業全般に関して
指導的役割を担う。 
・自組織を越えた関係者との連
携・調整を行う。 

責任を持つ業務の範囲 ・課の保健事業に係る業務全般を理
解し、その効果的な実施に対して責
任を持つ。 

・組織の健康施策に係る事業全般
を理解し、その効果的な実施に対
して責任を持つ。 

専門技術の到達レベル ・複雑な事例に対して、担当保健師
等にスーパーバイズすることができ
る。 
・地域の潜在的な健康課題を明確に
し、施策に応じた事業化を行う。 

・組織横断的な連携を図りなが
ら、複雑かつ緊急性の高い地域の
健康課題に対して迅速に対応す
る。 
・健康課題解決のための施策を提
案する。 

4.
健
康
危
機
管
理
に
関
す
る
活
動 

4-1 健康危機管理の体制整
備: 
・平時において、地域の健
康課題及び関連法規や自組
織内の健康危機管理計画等
に基づき、地域の健康危機
の低減策を講じる能力  

・地域特性に応じた健康危機の予防
活動を評価し、見直しや新規事業を
立案できる。 

・有事に起こりうる複雑な状況の
対応に備え、平時より関係者との
連携体制を構築できる。 
・健康危機管理計画や体制の見直
しを計画的に行うことができる。 

4-2 健康危機発生時の対応: 
・健康危機発生時に、組織
内外の関係者と連携し、住
民の健康被害を回避し、必
要な対応を迅速に判断し実
践する能力 

・健康被害を予測し、回避するため
の対応方法について、変化する状況
を踏まえて、見直しができる。 
・組織内の関連部署と連携、調整で
きる 

・有事に起こる複雑な状況に、組
織の代表者を補佐し、関係者と連
携し対応できる。 

表 2 自治体保健師の標準的なキャリアラダー（管理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー） 

求められる能力 B-2（係長級） B-3（課長級） 

2. 
危
機
管
理 

・危機等の発生時に組織の
管理者として迅速な判断を
行い組織内外の調整を行う
能力 
・危機を回避するための予
防的措置が行われるよう管
理する能力 

・係員が危機管理マニュアルに沿っ
て行動できるよう訓練等を企画でき
る。  
・有事に組織内の人員や業務の調整
を行い、課長の補佐や部下への指示
ができる。 

 

・課員が危機管理マニュアルに沿
って行動できるよう各係長級に対
し、訓練等の実施を指導できる。 
・有事に、組織の対応方針に基づ
き、組織内の人的物的資源等の調
整や管理ができる。 
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２）既存の人材育成研修との関係 
関連する既存の人材育成研修には以下がある。本マニュアル・ガイドラインは、統括保健
師自身が、以下のような既存の研修に参加するにあたり、事前学習に役立てたり、都道府
県及び保健所設置市の本庁の保健師人材育成の担当者が、自治体内の統括保健師の人材育
成研修の企画にあたり既存の研修の一部に組み込んだりするなどして活用するものとす
る。 

＜保健師の人材育成研修＞ 
〇国レベル（国立保健医療科学院、厚生労働省）で実施している公衆衛生従事者を対象と
したキャリアラダー別の人材育成研修 

〇国レベルで実施している専門分野別の人材育成研修 
〇都道府県単位で実施しているキャリアラダー別の保健師人材育成研修 
〇都道府県単位で実施している専門分野別の保健師の人材育成研修 
〇保健所圏域単位で実施している保健師の人材育成研修 
〇市町村単位で実施しているキャリアラダー別の保健師の人材育成研修 

＜健康危機管理等関連研修＞ 
〇国レベルで実施している健康危機管理研修 
〇国レベルで実施している DHEAT 研修 
〇都道府県（保健所単位）で実施している災害時研修 
 
（参考）表 3 国レベルで実施している人材育成研修（平成 29年度概要抜粋） 
主催 研修名 目的 

国立保健医

療科学院

（NIPH） 

（短期研

修；地域保

健分野） 

公衆衛生看護研修

（管理期） 

公衆衛生看護領域における管理期の保健師として、公衆衛生看護管理

（施策化、人材育成・人事管理、健康危機管理 等）の重要性を理解

し、業務に応用することができる。 

公衆衛生看護研修

（統括保健師） 

統括的役割を担う保健師として、組織横断的に総合調整しながら効果

的、効率的な公衆衛生看護活動を推進できる。 

災害時健康危機管

理支援チーム養成

研修 

（DHEAT 研修高度

編) 

災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT: Disaster Health Emergency 

Assistance Team）を構成する者には、大規模災害発生後、二次的な健康

被害の最小化に向けて被災都道府県等が担う急性期から慢性期までの

「医療提供体制の再構築及び避難所等における保健予防活動と生活環境

の確保」にかかる情報収集、分析評価、連絡調整等のマネジメント業務

を支援できる能力が求められる。このため、健康危機管理研修（高度

編）では、①大規模災害時の情報収集、②保健活動への支援、③医療機

関との連携を含む保健活動の全体調整、④人材の受入れ等の業務につい

て教育を行うとともに、平時における各地方公共団体での災害時健康危

機管理支援チームの育成のリーダーとしての役割を担うために必要な能

力や、災害発生後より被災地域の保健医療体制の復旧活動をマネジメン

トできる能力を養成することを目的とする。DEAT は、被災都道府県の本

庁及び被災市町村を所管する保健所（保健所設置市を含む）に派遣され

ることから、それぞれの派遣された部署の果たす役割を理解した上で、

DHEAT を統括する者と補佐する者としての能力向上を目指す。 

厚生労働省

（保健指導

室） 

保健師中央会議 地方自治体において統括的な役割を担う保健師が厚生労働行政の動向

や地域保健活動に必要な知識・技術を習得することにより、地域保健対

策に関する企画立案能力及び保健指導の実践能力の向上に資すること、

さらに、地域の実情に応じた効果的な保健医療福祉対策の推進に資する

ことを目的とする。 

市町村管理者研修 市町村の管理的立場にある保健師が、効果的な保健活動を組織的に展

開するために求められる能力や果たすべき役割を理解し、地域住民の健

康の保持・増進に貢献する資質の向上を図ることを目的とする。 

＊NIPH 研修の対象：都道府県・保健所設置市等に勤務する者 
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表.　統括保健師が受講可能な関連する主な研修と既存のマニュアル，ガイドライン(例)
主な受講対象者範囲 一部管理（統括含む）

災害 災害も含む場合あり

主催 研修の種別 研修名　(自治体　例) 主な対象 新任期 中堅期
管理期

(次期統括）
統括保健師 防災計画，マニュアル（ガイドライン）

自治体（本庁：総務） 階層別研修（行政） 管理職研修，幹部職員研修 管理職，幹部職員

自治体（本庁：保健） 階層別研修（PHN職能） 管理期研修，統括保健師研修 管理職，統括保健師

自治体（本庁：保健、防災） 領域別(テーマ，トピック)研修 健康危機管理等関連研修 保健師等

自治体（HC） 階層別研修（PHN職能） 管内保健師等研修 管理職，統括保健師

自治体（HC） 領域別(テーマ，トピック)研修 健康危機管理等関連研修 保健師等

NIPH　 階層別研修（PHN職能） 公衆衛生看護研修（管理期） 管理職保健師（次期統括）

NIPH 階層別研修（PHN職能） 公衆衛生看護研修（統括保健師） 統括保健師

NIPH DHEAT 災害時健康危機管理支援チーム養成研修（高度編) 基礎編等関連研修既受講者

公衆衛生協会(地域保健総合推進事業費） DHEAT 災害時健康危機管理支援チーム養成研修（基礎編) DHEAT構成員として予定される都道府県等職員

本省（保健指導室） 市町村管理者研修 市町村保健師管理者能力育成研修事業 市町村の管理者あるいは次期管理者

本省（保健指導室） 会議 保健師中央会議 本庁等の統括保健師

DHEAT活動要領（予定）

地域防災計画，
保健所マニュアル，

災害時保健師活動マニュアル
(県，市，全国保健師長会等)

表 4 統括保健師が受講可能な関連する主な研修と既存のマニュアル、ガイドライン（例） 
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第２部 災害に対する統括保健師の管理実践マニュアル 
 
１．災害時における統括保健師の役割・機能 
１）平時における統括保健師の役割・機能 

統括保健師は、厚生労働省健康局長通知「地域における保健師の保健活動について」〈平
成 25 年 4 月 19 日付け健発 0419 第 1 号〉において、「保健師の保健活動を組織横断的に総
合調整及び推進し、技術的及び専門的側面から指導する役割を担う部署を保健衛生部門等
に明確に位置づけ保健師を配置するように努めること」とし、統括保健師の役割と配置の
必要性が明記された。 
また、平成 28 年 3月に厚生労働省健康局「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会

最終とりまとめ」において、統括保健師の役割は、以下の 3点にまとめられた。 
①保健師の保健活動の組織横断的な総合調整及び推進 
②技術的及び専門的側面からの指導及び調整 
③人材育成の推進 

統括保健師に求められる役割のための調整などを要する主な範囲（対象）は以下である。 
・本庁統括保健師：本庁内の複数部署に分散配置された保健師，管内保健所統括保健師，総

合調整に必要な県内関連部署・組織・機関、他都市の自治体、国など 
・保健所統括保健師：保健所内の複数部署に分散配置された保健師，管内市町村統括保健

師，総合調整に必要な管内関連部署・組織・機関など 
・市町村統括保健師：市町村内の複数部署に分散配置された保健師，管轄保健所統括保健

師，総合調整に必要な市町村内の関連部署・組織・機関など 
 
２）災害時に期待される統括保健師の役割・機能 

平成 28 年度に本研究班で実施した統括保健師への意見調査の結果及び平成 23-24 年度
の東日本大震災被災地事例調査の結果等から、災害時に期待される統括保健師の役割・機
能は、次のように整理できる。すなわち、組織横断的な連携による情報収集や情報共有を
核にした情報分析・判断、活動方針・対応方法の決定であり、災害時応援派遣チーム等の
派遣・受入の調整、活動の編成及び人員配置の調整、連携促進の場づくり、職員の気持ち
の共有、活動実施体制の構築、中長期的な計画策定、等が期待される役割・機能である。 
 
【参考資料】H28 年度に本研究班で実施した統括保健師への調査結果から示された意見 
※「統括的役割を担う保健師の災害時のコンピテンシー（実践能力）、役割・権限、育成方法に関
する意見調査」報告書より抜粋 

 統括保健師に期待される役割について自由記載で尋ねたところ、「連携・情報共有」「災
害派遣・受入」「情報収集・分析・判断」「調整・マネジメント」「活動方針・対応方法の
決定」「支援要請」「職員のケア・安全確保」「情報提供」「全体把握」「医療部署と災害対
策部署の橋渡し」「事業計画策定」「被災市町村支援」「研修・マニュアル作成」「予算確
保」の記載があった。 
表 5 活動拠点別の回答結果(上位５位を抜粋)                                  （％） 

 
回答内容 

全体 
N=137 

都道府県本庁
n=28 

保健所設置市

本庁 n=22 
保健所 
n=26 

市町村 
n=61 

連携・情報 
共有 

22.6 32.1 31.8 23.1 13.1 

災害派遣・ 
受入 

17.5 32.1 9.1 26.9 8.2 

情報収集・ 
分析・判断 

16.8 28.6 4.5 26.9 11.5 

調整・マネジ
メント 

11.7 28.6 13.6 - 6.6 

活動方針・対
応方法の決定 

10.9 17.9 9.1 15,4 4.9 
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【参考資料】東日本大震災被災地の事例調査結果から確認できる内容 

統括保健師が担っていた役割を確認したところ、「活動方針決定」「人材確保」「活動編
成・人員配置調整」「連携促進」「職員の気持ちの共有」「施策・システムづくり」「中長
期計画策定」であった。 
（具体的行動） 
・活動方針の決定 
・対応方式の選定・変更（例：避難所への保健師の個別配置から巡回型への移行決断） 
・活動の編成，人員配置の決定・調整 
・医療チーム，派遣保健師の調整・配置 
・保健所への支援要請 
・職員参集の必要性の判断・職員間のミーティングの場づくり 
・派遣チームとの情報共有 
・関係機関との連絡会議開催 
・システム化が必要な保健医療ニーズの行政内への発信 
・地域の人材確保と組織化 
・復旧・復興に向けた保健活動計画の策定 
・県の復興事業の内容の調整  など 
（出典）平成 23-24 年度厚生労働科学研究費補助金健康安全・危機管理対策総合研究事業「地域健康安全・
危機管理システムの機能評価及び質の改善に関する研究（研究代表者：多田羅浩三）」分担研究「東日本大震
災被災地の地域保健基盤の組織体制のあり方に関する研究（分担研究者：宮﨑美砂子）」報告書 

 
 
２．災害時に求められる統括保健師のコンピテンシー 
 １）基本的な考え方 

 統括保健師が災害時に役割を発揮できるよう、その能力の開発と育成を図るためには、災

害時に求められる統括保健師のコンピテンシーの内容を体系的に整理しておく必要がある。 

 本研究班（平成 28-29 年度厚生労働科学研究費補助金事業 「災害対策における地域保健

活動推進のための管理体制運用マニュアル実用化研究」研究代表者 宮﨑美砂子）は、災害

時に求められる統括保健師のコンピテンシーを、過去の災害対応事例報告、統括保健師及び

管理的立場にある保健師へのヒアリングに基づき抽出し検討した結果、3領域 87 項目の内

容が導出された（表６ 災害時における統括保健師のコンピテンシー）。  

 災害時における統括保健師のコンピテンシーは、保健師としての基本的な実践能力、災害

時の保健活動に関する実践能力、統括保健師としての平時からの組織横断的な調整能力と関

連しながら、保健師としてのキャリア発達の中で、開発され育成されるものと捉える。 

また、統括保健師の災害時のコンピテンシーは、発災後の経過に伴う時期の違い（発災

時、中長期、復旧復興期、平常時）、所属する立場の違い（都道府県等の本庁、保健所、市

町村）により求められるコンピテンシーの内容に強弱があると捉える。 

 
２）災害時に求められる統括保健師のコンピテンシーの構成と内容 
 コンピテンシーは、【1.リーダーシップ】【2.情報知識の形成と運用】【3.計画策定と推
進】の３領域のコアコンピテンシーに含まれる 87 項目の内容として整理された。 
 【1.リーダーシップ】には、＜1-1 非常時の意思決定＞、＜1-2 支援従事者の役割行動の
組織化と管理・個人の尊重＞、＜1-3 組織内外の関係者との協働の促進＞、＜1-4 変化する
状況への持続的対応＞、＜1-5 自己の役割権限の遂行＞、＜1-6 支援従事者の健康安全管理
＞の６区分から成る 30項目を含む。 
 【2.情報知識の形成と運用】には、＜2-1 情報収集の努力の指向＞、＜2-2 情報収集＞、
＜2-3 情報の分析＞、＜2-4 情報の使用・活用＞の４区分から成る 47 項目を含む。 
 【3.計画策定と推進】は、10 項目を含む。 
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リーダーシップと情報知識の形成と運用のコンピテンシーが相まって発揮されることによ
り、計画策定と推進のコンピテンシーが発揮され、それらにより、統括保健師の災害時にお
ける保健活動の推進及び調整役割が発揮される。 
 災害時に求められる統括保健師のコンピテンシーの基盤には、保健師としての基本的な実
践能力、災害時の保健活動に関する実践能力、統括保健師としての平時からの組織横断的な
調整能力、が存在する。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保健師としての基本的な実践能力 

統括保健師の災害時における保健活動の推進及び調整役割の発揮 

   図１ 統括保健師に求められる災害時のコンピテンシーの構成 

1-1 非常時の意思決定 
1-2 支援従事者の役割行動の組
織化と管理・個人の尊重 
1-3 組織内外の関係者との協働
の促進 
1-4 変化する状況への持続的対
応 
1-5 自己の役割権限の遂行 
1-6 支援従事者の健康安全管理 

１．リーダーシップ 

2-1 情報収集の努力の指向 
2-2 情報収集 
2-3 情報の分析 
2-4 情報の使用・活用 

２．情報知識の形成と運用

3. 計画策定と推進

統括保健師としての平時からの組織横断的な調整能力 

災害時の保健活動に関する実践能力 

保健師職能として基盤となる災害時のコンピテンシー 

統括保健師として期待される災害時のコンピテンシー 
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表 6 災害時における統括保健師のコンピテンシー 3 領域・87 項目 
 

(注)表中の○印は該当する所属及び時期を示す。時期の目安：（発災時）発災後 72 時間未満、（中長期）非常 
状態での生活期間、（復旧復興期）生活再建の期間、（平常時）被災の影響から脱した状態 
 
 

災害時における統括保健師のコンピテンシー 

 所属 時期 

本
庁 

保
健
所 

市
町
村 

発
災
時 

中
長
期 

復
旧
復
興
期 

平
常
時 

領域 1. リーダーシップに関する項目        

1-1 非常時の意思決定        

(1) ライフラインの被害状況、被災地の孤立状況、避難住民の状況
等から災害対応の長期化を予測する 

〇 〇 〇 〇    

(2) 活動方針と指示命令系統を明確にする 〇 〇 〇 〇 〇   

(3) 行政機関としての災害支援のための組織的、継続的な活動体制
を構築する 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(4) 応援要請の判断及び迅速な決定を行う 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(5) 優先性の高い事項（順位）の判断及び決定を行う 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(6) 専門職としての知識・技術・経験の総合性を発揮する 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(7) 上層部の指示に基づき、状況（予測・想定含む）に応じた早急な
意思決定、決断を行う 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(8) 被災地の住民や関係者の意向を踏まえて活動が進むように上
層部との調整を図る 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(9) 市町村の保健活動部門の判断の苦慮の状況に対し、県の協議
の場を活用して方針を確定させ、県からのトップダウンによる調整を
図る 

〇  
 
 

 
 
 

〇 〇   

(10) 復興期において保健福祉の枠を超えてビジョンを描く 〇 〇 〇   〇  

1-2 支援従事者の役割行動の組織化と管理・個人の尊重        

(11) 活動目的の共有と、役割分担、意思統一を図る 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(12) 支援従事者からの問題提起や積極的な提案を踏まえた方針決
定、合意形成を図る 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(13)問題解決に向けて支援従事者間の気運を高める 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(14) 協働する他者の感情と考えの理解、協働する他者の言葉で示
されない問題への気づきと支援について考慮する 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(15) 被災自治体の災害対応経験、マンパワー、組織内での保健師
の立場をアセスメントし、補完・代行すべき（※補完・代行の支援を受
けるべき）市町村の保健活動業務の内容を判断する※市町村の立
場 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(16) マンパワー提供による被災地への直接支援と市町村の統括保
健師の後方支援のそれぞれについて支援方針を立案する（※それ
ぞれの支援を受けるための情報を提供する）※市町村の立場 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(17) 支援者の交代時に活動の引き継ぎが確実に実施できる体制を
整備する 

〇 〇 〇 〇 〇   

1-3 組織内外の関係者との協働の促進        

(18) 支援従事者間の連携のための体制整備を行う  〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(19) 公衆衛生を基本とした広域的な保健活動を行うために、情報の
共有、目標の確認、各役割の明確化に向けて必要な調整を行う 

 〇 〇 〇 〇   
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(20) 問題解決に向けたマンパワーの有効活用（受援）のためのコー
ディネート機能、連携システムを確立する 

〇 〇 〇 〇 〇   

1-4 変化する状況への持続的対応        

(21) 支援ニーズや、マンパワーに応じて臨機応変に活動体制を構
築・再編する（県内、市町村内の応援体制構築を含む） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(22) 指示命令系統、他分野との活動重複、サービスの浸透具合を
評価し、体制面の改善点を探る 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(23) 被災地ニーズに応じて必要な対策の企画、運営を行う 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

(24) 定期的な活動の検証、方向性の確認により重点項目を設定す
る 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

1-5 自己の役割権限の遂行        

(25） 責任範囲とする活動に対して動き方の計画（1 日単位及び当面
半年間）を提示する 

〇 〇 〇 〇 〇   

(26) 統括役割を遂行（冷静・的確な意思決定、活動の共有、災害対
策本部等への進言）する 

〇 〇 〇 〇 〇   

(27) 災害時に公衆衛生の観点をもって迅速に対策に取り組めるよ
う、保健医療調整本部等への意見具申や必要な情報収集が可能と
なるシステムの検討と提案を行う 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

1-6 支援従事者の健康安全管理         

(28) 支援従事者の勤務・休息などの体制を整備する 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(29) こころのケアの個別対応と普及啓発を企画、実施する 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(30) 職員の健康管理に関して総務課職員との情報共有、対策の検
討を行い実施する 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

領域 2. 情報知識の形成と運用に関する項目        

2-1 情報収集の努力の指向        

(31) 情報集約と発信の担当者を定め、活動の基盤となる情報が一
元的に集まる体制をつくる 

〇 〇 〇 〇 〇   

(32) 積極的かつ直接的に情報把握すべき地域と情報内容の焦点化
及びチーム編成を行う 

 〇 〇 〇 〇   

（33） 被害が甚大な地域の情報を住民及び地区担当保健師から直
接得る手段を開拓する 

 〇 〇 〇 〇   

(34) 現場で活動している外部支援チームから情報が入る体制をつく
る 

 〇 〇 〇 〇   

(35) ミーティングや支援チーム等からの報告をルール化することに
より 1 日の活動終了後に情報が集まる仕組みを構築する 

 〇 〇 〇 〇   

(36) 所属組織の災害時の役割機能の観点から活動に役立てるべき
情報を収集し、活動に反映させる 

 〇 〇 〇 〇   

(37) 関係者から入手した情報を手掛かりに地域全体を指向した情
報を探索する  

 〇 〇 〇 〇   

(38) 保健事業委託機関、医療従事者及び社会福祉協議会等の地
域資源の被災状況と活動再開状況の把握を指向する 

 〇 〇 〇 〇   

(39) 避難者のうち要援護者の状況について行政が保有している既
存情報を活用する 

 〇 〇 〇 〇   

(40) 健康調査の企画・実施・活用の体制をつくり、推進する 〇 〇 〇 〇 〇   

(41) 外部支援の必要性の判断のため、情報収集方法の検討や工
夫を図る 

 〇 〇 〇 〇   

(42) 時間経過に応じた対策の検討のため、継続的な情報収集、モ
ニタリングを行う 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  
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(43) 災害対策本部に保健師が出席する必要性を判断し、組織内の
合意と位置づけを図る 

〇 〇 〇 〇 〇   

(44) 非常時には平時の思考枠を外さなければならない局面が随所
にあることを意識する 
 

〇 〇 〇 〇 〇   

2-2 情報収集         

(45) 自分が把握すべき情報と、情報源を確認した上で、情報収集を
指示すべき情報を識別する 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(46) 災害対策本部を通して情報収集を行う 〇 〇 〇 〇 〇   

(47) 孤立地域等、保健師単独で接近が困難な地域に対して、自衛
隊の救護チームに同行する等の手段を開拓し、活用する 

〇 〇 〇 〇    

(48) 緊急対応を主幹する関係部署との連携・協働により情報収集を
行う 

〇 〇 〇 〇    

(49) 調査規模、実現可能性を検討した上で情報収集の方法を検討
する 

〇 〇 〇 〇 〇   

(50) 住民の状況に合わせて適切な情報源を選択する 
 〇 〇 〇 〇 〇  

(51) 地域資源について情報収集する 
 
 

〇 〇 〇 〇 〇  

(52) 健康支援ニーズ、支援活動量の算定のために、報告様式、記
録様式を定めて情報を収集する 

 
 

〇 〇 〇 〇 〇  

(53) 情報収集が困難な場合は、安全性に配慮しつつ、被災地に出
向いて直接的に情報収集する指示を出す 

○ 〇 〇 〇 〇   

（54) 関係者会議の早期開催により情報の共有を図る 〇 〇 〇 〇 〇   

2-3 情報の分析        

(55) 平時の保健師活動や過去の経験を活かして状況を把握する 〇 〇 〇 〇 〇   

(56) アウトリーチによる断片的な情報の統合から状況を判断する  〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(57) 被災前後による状況の比較、違いから問題を見出す 
〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(58) 被災前の地域の健康課題と避難生活の現状とを関連づけて、
問題を分析する 

 
 

〇 〇 〇 〇 〇  

(59) 庁内のどの部署にどのような情報を伝えると、どの問題が解決
されるかを意識して分析する 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(60) 平時の活動での蓄積を基に地区の誰に還元したらよいか分析
する 

 
 

〇 〇 〇 〇 〇  

（61） 被災後の変化する状況に応じて、重要な課題、優先的に取り
組むべき課題を見出す 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(62) 収集した情報から支援の必要量や内容を算定する 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(63) 健康調査等の結果から地元保健師が担うべき活動と応援保健
師等支援者に付託する活動の選別ならびに優先順位を分析する 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(64) 優先順位や効率性について整理し、限られた資源の中でどれ
だけパフォーマンスを上げることができるか考える 

〇 〇 〇 〇 〇   

(65） 調査統計、分析に地元研究機関（大学）等の活用を図る 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(66) 被災者のみならず住民全体の支援ニーズを分析する 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(67) 多岐にわたる複雑な問題や状況を系統的に分解し、いくつかの
解決策を見出す 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(68) 所内会議を開催し、課題の抽出と今後の活動の見通しについ
て検討を進める 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  
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2-4 情報の使用・活用        

(69) 得られた情報を、行政、専門家、市民などの関係者間で共有
し、意思疎通を図る 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(70) 情報収集結果から、NPO 等の民間団体を含め必要な関係部署
への連携、調整を図る 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(71) 情報分析結果から、重点支援を要する地域を明確にし、必要な
組織体制の構築、対策の推進に活用する 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(72) 応援による支援の授受に関与する相互の組織の意向と目的を
確認する調整を行う 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(73) 情報分析結果から必要な対策の推進のため関係部署や上層部
への説明を行い、施策化への了解を得る 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(74) 住民に有効な情報を還元（普及啓発）できる仕組みを構築する 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(75) 情報共有や対策検討の機会となりうる事業の早期再開や企画
を行う 

〇 〇 〇   〇 〇 

(76) 活動の経験知を継承することを目的に、実践経験の取りまとめ
と、活用を行う 

〇 〇 〇   〇 〇 

(77) 国・県・市町村の災害時の行政連絡ルートの確保と共に実態を
踏まえた連絡の新たな仕組みを創る 

〇 〇 〇   〇 〇 

領域 3. 計画策定と推進に関する項目        

(78) 状況変化やスピードに応じた PDCA の展開を図る 〇 〇 〇 〇 〇   

(79)被災の影響や格差を考慮した対策を講じる 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

(80)中長期的な活動方針の検討と、活動推進のために関係機関及
び住民組織との連携、調整を図る 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(81) 想定される対策推進に必要な予算措置、事業化・施策化のた
めの粘り強い交渉を行う 

〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(82) 通常業務再開の準備・調整と推進、被災状況や被災後のマン
パワーを考慮して事業を企画する 

〇 〇 〇  〇   

(83) 派遣支援経験を活かして自組織における災害対策の強化（マニ
ュアル、研修など）を図る 

〇 〇 〇  〇 〇 〇 

(84) 統括的立場の保健師の補佐を配置し、中枢機能の強化を図る 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

(85) 災害時公衆衛生対策チームのような外部の専門家チームを活
用することにより、保健活動の見通しを立てる 

〇 〇 〇 〇 〇   

(86) 復興経過を見据えた対策の検討と推進を行う 〇 〇 〇   〇 〇 

(87) 復興期において NPO 等の民間を含め多様なネットワークをつく
り、住民が主体となれるよう支援することができる 

 
 
 

〇 〇   〇  
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３）保健師職能として基盤となる災害時のコンピテンシー 
保健師としての基本的な実践能力を基盤にした1 2、災害時の保健活動に対する実践能力

は、統括保健師に期待される災害時のコンピテンシーを支える能力であるともに、保健師職
能としての基盤となる災害時のコンピテンシーに相当する。問題解決、コミュニケーショ
ン、意思決定、チーム・ビルディングがとくに重要な能力として求められる3。 

一方で、本研究班が平成 28 年度に行った統括保健師への意見調査結果から、都道府県本
庁、政令市本庁、保健所、市町村の所属の違いにより、基盤として求められる能力の内容に
特徴があることがわかった。すなわち、都道府県の本庁では「分析・判断・方針決定・評
価」「情報収集・整理」が求められるとする回答が多かったのに対して、市町村では「連
絡・調整」「分析・判断・方針決定・評価」に加えて「地区診断・地域の状況把握」が求め
られるとする回答が他の群よりも高い割合であった。 

 
保健師職能として基盤となる災害時のコンピテンシーを、キャリアラダーの観点からみて

みると、保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ（平成 28 年３月 31
日）に示された「自治体保健師の標準的なキャリアラダー（専門的能力に係るキャリアラダ
ー）」における【4.健康危機管理に関する活動】のキャリアレベル A-1～3、加えて、「自治
体保健師の標準的なキャリアラダー（管理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー）」
における【2.危機管理】のキャリアレベルにおける B-１（係長級への準備段階）には、以
下の表に示す内容が求められる能力として示されている。これらの能力を要約すると、対応
マニュアルや指揮命令系統に基づいた組織的な行動、二次的健康被害の予測と予防活動計画
の立案と実施、有事に備えた関係者との連携構築、実務リーダーを補佐する力、が求められ
ているといえる。 
表 7 自治体保健師の標準的なキャリアラダー（専門的能力に係るキャリアラダー） 

求められる能力 A-1 A-2 A-3 
4.
健
康
危
機
管
理
に
関
す
る
活
動 

4-1 健康危機管理の体制整備 
・平時において、地域の健康課
題及び関連法規や自組織内の健
康危機管理計画等に基づき、地
域の健康危機の低減策を講じる
能力 
  

・関係法規や健康危
機管理計画及び対応
マニュアルを理解で
きる。 
・健康危機に備えた
住民教育を指導を受
けながら行うことが
できる。 

・健康危機対応マニ
ュアルに基づき、予
防活動を行うことが
できる。 

・地域特性を踏まえ
健康危機の低減のた
めの事業を提案でき
る。 

4-2 健康危機発生時の対応 
・健康危機発生時に、組織内外
の関係者と連携し、住民の健康
被害を回避し、必要な対応を迅
速に判断し実践する能力 

・健康危機発生後、
必要な対応を指導者
の指示のもと実施で
きる。 
・現状を把握し、情
報を整理し、上司に
報告する事ができ
る。 

・発生要因を分析
し、二次的健康被害
を予測し予防するた
めの活動を主体的に
実施できる。 

・必要な情報を整理
し組織内外の関係者
へ共有できる。 
・変化する状況を分
析し、二次的健康被
害を予測し、予防活
動を計画、実施でき
る。 

表 8 自治体保健師の標準的なキャリアラダー（管理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー） 

求められる能力 B-1（係長級への準備段階） 

2. 
危
機
管
理 

・危機等の発生時に組織の管理
者として迅速な判断を行い組織
内外の調整を行う能力 
・危機を回避するための予防的
措置が行われるよう管理する能
力 

・危機管理に係る組織内外の関係者を把握し、有事に備えた関係性の
構築ができる。 
・有事にマニュアルに沿って行動し、係長を補佐する。 

                                                   
1 Center for Disease Control Prevention and Association of Schools of Public Health: Public 
Health Preparedness & Response CORE COMPETENCY Model Version 1.0,  
 2010. 
2 岩瀬靖子、宮﨑美砂子、石丸美奈：平常時と災害時の市町村保健師の看護実践能力の関連の特
徴 ―市町村保健師による実践報告の記述の質的分析より―. 千葉看会誌,22(1), 23-32,2016. 
3 再掲 2 
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【参考資料】H28年度に本研究班で実施した統括保健師への調査結果で示された意見   
※「統括的役割を担う保健師の災害時のコンピテンシー（実践能力）、役割・権限、育成方法に関す
る意見調査」報告書より抜粋 
 

統括保健師の災害時の対応能力育成のために、スタッフの段階から蓄積すべき能力につ
いて自由記載でたずねたところ、最も多かった項目は「連絡・調整」に関する内容で、都
道府県では5割以上、保健所設置市では4割以上、保健所、市町村でも2割以上の記載があ
った。次に多かったのは「分析・判断・方針決定・評価」で、保健所設置市では3割以上、
その他の群でも2割以上の記載があった。 

〇都道府県では「分析・判断・方針決定・評価」と同じく「情報収集・整理」が8件（28.6%）
と多くなっていた。 

〇保健所設置市では最も多かったのは「研修・知識や能力向上」で10件（45.5%）、続いて
「連絡・調整」9件（40.9%）で、次いで「イメージ・シュミレーション」も8件（36.4%）
となっていた。 

〇保健所では「研修・知識や能力向上」8件（30.8%）、「分析・判断・方針決定・評価」 
7件（26.9%）、「連絡・調整」6件（23.1%）の順であった。 

〇市町村では全体と同様に「連絡・調整」「分析・判断・方針決定・評価」の順に多かった
が、次いで多かったのは「地区診断・地域の状況把握」12件（19.7%）であり、他の群よ
りも高い割合であった。 
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３．統括保健師の人材育成と災害に対する能力開発 
１）平時からの能力開発 

先述（第２部 1-1））のとおり、平成 28年 3 月に厚生労働省健康局「保健師に係る研修の
あり方等に関する検討会最終とりまとめ」に示された統括保健師の役割は、①保健師の保健
活動の組織横断的な総合調整及び推進、②技術的及び専門的側面からの指導及び調整、③人
材育成の推進の 3点にまとめられた。統括保健師に共通して求められる平時からの能力を以
下に示す。 

 
「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ」より抜粋 
●組織横断的な調整や交渉を行い、保健活動を総合的に推進する能力  
・ 各部署に配置されている保健師の活動の全容を把握し、健康危機発生時も含め、地域全体の 

健康課題の明確化や保健活動の優先度の判断、評価の実施を牽引できる。 
・ 保健、医療、福祉、介護等の多様な分野の組織内での合意形成を図るとともに、組織内外関 

係者とのネットワーク及び効果的な協働体制を構築することができる。 
●保健師としての専門的知識・技術について指導する能力  
・ 社会の変化や情勢に応じて専門的知識や技術を常に更新し、実践すると共に、各組織におい 
て求められる役割を保健師に示し、直接または適切な指導者を介して指導を行うことができる。  
・ 保健活動の優先度を勘案し、事業の企画や再編、予算確保等について指導・助言できる。 
●組織目標等に基づき保健師の人材育成体制を整備する能力  
・組織目標や地域保健施策の展望等を踏まえた保健師の人材確保や採用、ジョブローテーション 

を含めた配置、人材育成に関する提言ができる。  
・組織全体の保健師の人材育成計画を立案し、組織内での理解・共有を図り、実施体制を整備す 

ることができる。  
・ 指導的立場にある保健師の指導力向上のための支援を行うことができる。 
 
また統括保健師を対象とした調査から明らかになった求められる専門能力向上のための方 

法には以下が示された（保健師の人材育成計画策定ガイドライン4より一部抜粋）。 
 
表 9 統括保健師に求められるコンピテンシー獲得に必要な教育・経験 
教育・経験・SD 内容 

必要な経験 ・実践や組織の課題を保健師間に投げかけ問う 
・政策と予算決定の流れとポイントを知る 
・時代の動きにアンテナを張り、新たな考え方や知識を学習する 
・保健師の専門能力向上のための場や体制をつくる 
・自らを導いてくれる指導者・助言者との人脈を作る 
・次世代の保健師に積極的に声をかける 

教

育 

OJT ・社会から保健師や組織に求められる課題について部署を超えて話し合い、組織的広範囲に
対策をする上で指導的役割をとる 

・組織内外の調整や発信を活用したネットワーキングをする 
・職場での教育活動（勉強会や研修会）や研究活動を組織的に行うよう指導的役割をとる 

Off-JT ・人を動かす組織管理や人材育成のマネジメントに関する研修 
・資料作成やプレゼンテーションに関する研修 
・施策化、予算化に関する研修 

ジ ョ ブ ロ
ー テ ー シ
ョン 

・管理職への登用 

自己啓発 ・自分の持つ情報（知識・技術等）の更新のための研修 
・キャリア開発に関する研修 

・卒後教育（大学院、認定教育機関による教育など） 

                                                   
4 奥田博子他：保健師の人材育成計画策定ガイドライン.平成 27 年度厚生労働科学研究費補助
金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）地域保健に従事する人材の計画的育成に関する研究
（研究代表者 奥田博子）,2016. 
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２）災害に対する能力開発 
統括保健師に災害時に特徴的に求められる能力について、平成 28年度に本研究班におい

て行った文献、ヒアリング調査から得られた内容を整理すると、以下が浮かび上がった。す
なわち、発災後の状況の進展に対するイメージの形成、平時からの地域理解と関係者との連
携、統括者としての自覚、統括者自身を支える体制の構築、があった。 

また、本庁、保健所、市町村の立場によって統括保健師に求められる能力に特徴が見られ
た。 
○県庁は、ある程度の情報から状況を解釈し、対応の見通しを立て、行動に向けて即決す
るというスピード感のある判断と決断の能力が求められる。 

○保健所は、市町村から情報を得ること、都道府県の本庁に情報を伝えること、という２
つの役割があり、これらの遂行のためには調整にかかわる能力が一層求められる。 

○市町村は、平時からの統括役割により培った実績が災害時の対応に活きる。普段から、
他部署とつながりを持ち、また住民ともつながり、とくに住民リーダー、ソーシャルキ
ャピタルに関する情報をもっていることにより、災害時の断片的な情報を関連づけて状
況を俯瞰的に理解し、必要な指示が出せる能力につなげる。市町村の統括者はスタッフ
に負担を強いるような指示を出す状況にも遭遇するため、平時からスタッフとのコミュ
ニケーションを通して意思疎通を図れるだけの信頼を得ておくことも能力として求めら
れる。 

コンピテンシーは、表層、中間的、中核的といった重層の性質があり、知識・技術・態度
は表層に位置し開発が容易であり、態度・価値観・自己イメージは中間層に位置し、時間や
困難を伴うが訓練や経験を通じて変更可能であるのに対して、特性・動因は中核に位置し、
開発が困難であるという5。コンピテンシーを強化・改変・生成する働きとして、ケイパビ
リティ（capability)がある。自己効力感を高めること、他者と協働する姿勢を育むこと、
学び方を伝えること、創造性を養うこと、問題を明確化し解決するために適切で効果的な行
動を選択できるようにすること、多様な状況（慣れた状況及び慣れない状況）においてコン
ピテンシーを活用できるようにすること、を能力の開発において考慮することが有用であ
る。 
 
表 10 育成可能なコンピテンシーとケイパビリティの関係 

コンピテンシー（competency) 

※ケイパビリティと相互に関係づけることにより実践能力の

定着・進化・成熟をもたらす 

ケイパビリティ（capability) 

※コンピテンシーを強化・改変・生成する働

きがある。 

表層     

（開発が容易） 

中間層    

（時間や困難は伴

うが，訓練，開発

経験を通じて変容

可能） 

中核 

（開発が困難） 

 自己効力感が高い 

 他者と協働する姿勢がある 

 学び方を知っている 

 創造性がある 

 問題を明確化し解決するために適切で効

果的な行動を選択することができる 

 多様な状況（慣れた状況及び慣れない状

況）においてコンピテンシーを活用でき

る 

知識・技術・行動 

 

◎ 

態度・価値観、 

自己イメージ 

◎ 

特性・動因 

 

× 
◎ 育成できる可能性が高い 
× 育成することが困難 
 

  

                                                   
5植村直子・宮﨑美砂子：当事者グループ・住民組織の支援について保健師が認識する難しさと
それを乗り越える看護実践能力-コンピテンシーとケイバビリティの概念からの分析．千看学
誌，22(1)，53-62，2016． 
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４．災害時に統括保健師が役割を発揮するための体制づくり 
１）保健師職能及び行政組織内における統括保健師の役割・機能に対する理解の共有と浸透 

及び災害時における統括保健師の役割・権限（分掌範囲）の明文化  
自治体によって、とりわけ市町村においては、誰が統括的な役割を担うのかが明確にな

っていない現状がある。そうした状況下においても、災害時の保健活動推進のために、統
括保健師の役割・機能を発揮する必要性や重要性があることへの自覚を研修等の機会を用
いて高めていくことや、統括保健師の役割・機能に対する保健師間での理解と共有に拠っ
て、統括保健師の役割発揮のための支持基盤づくりが求められる。また行政組織として、
統括保健師の辞令発令や分掌の記載、さらに自治体の地域防災計画及びマニュアル等への
統括保健師の位置づけ、役割、権限の記載は、統括保健師の役割発揮の組織的基盤として
必要である。統括保健師だけでなく、副統括の保健師の役割・機能も統括保健師に連動し
て重要となる。統括保健師と副統括との連携や分担、副統括の保健師の育成も必要であ
る。災害時に統括保健師の役割・機能が発揮できる体制を職能内かつ行政組織内に根付か
せていく必要がある。 

 
【参考資料】H28 年度に本研究班で実施した統括保健師への調査の結果に示された現状  
 ※「統括的役割を担う保健師の災害時のコンピテンシー（実践能力）、役割・権限、育成方法に関

する意見調査」報告書より抜粋 

〇統括保健師の役割等の明文化の現状 
都道府県、保健所設置市、保健所、市町村の順に明文化されている割合が高かった。しか
し、最も明文化されている割合が高い都道府県でも、明文化されているとの回答は半数に
満たなかった。保健所では 8割以上、市町村では 9割以上が明文化されていなかった。 

〇統括保健師の辞令発令の現状 
辞令発令があったのは全体で 5件（3.6%）のみであった。 

〇自治体の地域防災計画及びマニュアル等における統括保健師の位置づけ、役割、権限の現
状 
都道府県、保健所、市町村では 7 割近く、保健所設置市では 4 割強が、マニュアルへの記
載がなかった。マニュアルへの記載があったものは都道府県 7件（25.0%）、保健所設置市 7
件（31.8%）、保健所 3件（11.5%）、市町村 5件（8.2%）であった。内容は、都道府県では 7
件すべてに「統括的役割を担う保健師の配置・明確化」があった。保健所設置市では幅広い
内容項目が記載されていた。保健所、市町村では内容項目はそれぞれ 1 件で、ばらつきが
あった。また、全ての群で連絡・活動体制整備に関する内容の回答がみられた。 
 
【参考資料】H28 年度に本研究班で実施した統括保健師への調査結果で示された問題点 
※「統括的役割を担う保健師の災害時のコンピテンシー（実践能力）、役割・権限、育成方法に関す
る意見調査」報告書より抜粋 
 

全体の 2割以上が「位置づけ・指揮系統」「統括保健師の役割の周知・理解」について記
載していた。このうち、「統括保健師の役割の周知・理解」については都道府県の 4割以
上、保健所設置市の 3割以上が記載しており、保健所、市町村では 2割以下であった。 
〇都道府県では「統括保健師の役割の周知・理解」「位置づけ・指揮系統」「役割の明確

化」「統括保健師の補佐役の必要性」の順に多かった。 
〇保健所設置市では「位置づけ・指揮系統」「統括保健師の役割の周知・理解」「役割の明

確化」「能力・能力向上・人材育成」「体制整備・明確化」の順に多かった。 
〇保健所では「位置づけ・指揮系統」「役割の明確化」「統括保健師の役割の周知・理解」

の順であった。 
〇市町村では「位置づけ・指揮系統」「能力・能力向上・人材育成」「体制整備・明確化」

「訓練・研修等」「人脈作り・連携強化」の順であった。また、「体制やマニュアルの具
体性・実現性の低さ」についての課題も挙げられていた。 
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第３部 災害に対する統括保健師の能力開発に向けた研修ガイライン 
 
１．研修ガイドラインの基本的な考え方 
 本ガイドラインは、統括保健師が災害に対するコンピテンシーを修得し、さらに高めてい
くために研修を企画・実施・評価するうえでの指針（ガイド）として役立ててもらうことを
想定している。 
 コンピテンシーとは、「災害時において、統括保健師として、何を目指すのか、何を大事
とするのか、に関わる態度・価値観・役割意識であり、災害時の活動の計画・実施・評価を
推進するために求められる判断と意思決定に関わる知識・技術・行動」を意味している。 
 本研修ガイドラインは、統括保健師の災害時のコンピテンシーとして、第２部で示した 3
領域 87 項目を研修の企画・実施・評価の基盤に置く。 
 本研修ガイドラインは、1)コンピテンシーを基盤に置いた（Competency-based）研修の企
画・実施・評価、2)各自治体における研修ニーズに基づき企画する人材育成研修、3)研修時
のリフレクション（振り返り）と評価方法の明確化及び研修後の継続的な能力開発に活用で
きること、に特徴をもたせている。 
 
２．研修ガイドラインの活用方法 
１）利用者（対象者）及び活用方法 
 本ガイドラインは、都道府県（及び保健所設置市）本庁において、保健師の人材育成計画 
を担当する者が、都道府県（圏域）内の統括保健師及び副統括者の災害時の能力開発に向け 
て研修を企画実施・評価するときのガイドとして活用できるものとする。 
後述する研修企画の流れのステップ１から４を踏まえながら、各自治体の受講者（統括保 

健師及び副統括者）及び所属組織の現状や課題に即した研修の企画・実施・評価を行うこと
に役立てる。 
 
２）期待される成果 

本ガイドラインは、第２部で提示した、統括保健師が災害時に役割を発揮していくために
必要なコンテンシー３領域 87 項目の中から、受講者となる統括保健師や所属組織の抱える
課題を踏まえ、どのような能力の獲得や熟達を必要としているのかというニーズに基づき、
研修を企画・実施・評価する。 

統括保健師にとって災害時に求められるコンピテンシーは多岐にわたるが、表 6に提示し
たコンピテンシー3領域 87 項目のうち、どの領域・区分・項目のどのようなコンピテンシ
ーを取りあげるか、について焦点化することにより、研修の目標を明確にする。またその目
標に対して適切な研修の方法及び評価の観点を明らかにし、統括保健師のコンピテンシー修
得に貢献する。 
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３．ガイドラインを活用した研修の企画の流れ 
図に示すように、研修の企画は、ステップ１：研修のニーズのアセスメント（研修課題の

明確化）、ステップ２：研修の目標の設定、ステップ３：研修プログラムの構成及び方法の検
討、ステップ４：研修の評価計画の立案、の４段階により行う。 

 

 
           図２ 研修の企画の流れ 
 
 

１）ステップ１研修のニーズのアセスメント（研修課題の明確化） 
（１）研修ニーズ，現状（課題）分析 

自治体の研修担当者は、受講者の現状やニーズに関する情報（以下の①～③）を収集し
て、統括保健師の災害時の役割・機能発揮のために必要な研修課題を明確にする。 

① 統括保健師の現状や問題点 
・これまで実施した災害関連研修・訓練の実績 
・災害時の支援活動の実績（被災現地/派遣・応援の経験） 
② 受講者の背景情報 
・研修受講歴、職位、研修への抱負や要望等 
③ 受講者のコンピテンシーの現状 
・コンピテンシー3 領域 87 項目やキャリアラダーの活用による現状のチェック など 

 
（２）受講者の明確化 

自治体の研修担当者は、受講者の範囲を明確にする必要がある。例として以下が想定でき
る。 
・統括保健師＋副統括（統括保健師及び副統括を担うことが期待される者を含む） 
・管理期保健師（統括保健師＋次期統括保健師含む） 
・その他 
また対象者の規模の例として以下が想定できる。 
・都道府県下全域の保健所及び市町村の統括保健師・副統括 
・ある保健所圏域内の保健所及び市町村の統括保健師・副統括 
・ある市町村の統括保健師・副統括 
・その他 
 
 
  

ステップ４．研修の評価計画の立案

①受講者のコンピテンシーの到達度の評価（理解、意識化、行動化の到達度）、②研修の評価（受講者の反応・満
足度、修得した知識・技術・態度、実践に戻り行動化した内容、職場等の環境に影響を与えた内容に対する成果）

ステップ３．研修プログラムの構成及び方法の検討

①事前学習、②集合型対面学習、③事後の方向づけ、の３側面から研修の構成及び方法を検討する

ステップ２．研修の目標の設定

①3領域87項目の中から焦点をあてるコンピテンシーを定める（領域・区分・項目）、②研修により期待するコンピテ
ンシーの到達度（理解、意識化、行動化の程度）を定める

ステップ１．研修のニーズのアセスメント（研修課題の明確化）

①統括保健師の現状や問題点、②受講者の背景情報、③受講者のコンピテンシーの現状
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２）ステップ２：研修の目標の設定 
（１）目標の設定 
ステップ１により把握した研修課題に基づき、統括保健師として開発・強化すべきコンピ
テンシーとは何かを検討し、研修の目標を設定する。すなわち、①取り上げるコンピテン
シーの明確化（3領域・87 項目の中から焦点をあてる領域・区分・項目を定める）と共に、
②研修により期待するコンピテンシーの到達度の明確化（理解、意識化、行動化の程度を
定める）を行う。 

（２）研修の位置づけ（自治体の既存研修との整合性） 
自治体の研修担当者は、既存の自治体研修との整合性を図り、本研修の位置づけを明確に
する。例えば管理期保健師研修に位置づけ、ある年次の主たるテーマに、統括保健師の災
害時の能力の向上を取り上げたり、毎年実施する研修の一部に災害時の能力向上を扱う内
容を組み入れたりするなどの取り上げ方が考えられる。 

 
３）ステップ３．研修プログラムの構成及び方法の検討 
（１）プログラムの構成と方法の検討 
事前学習、研修会当日の集合型対面学習、事後の方向づけ、の構成を基本とする。研修の
目標に向けてこれら３つの内容を関連させて研修プログラムを作成する。 

事前学習 

研修会への参加に向けて、知識面及び意欲等の準備性を高める。所属自治体の地域防災計
画や災害時保健活動等マニュアルの内容の理解、組織における災害時の指揮命令系統、保
健師及び統括保健師の位置づけなどの基本事項を確認しておく。 

研修会当日の集合型対面学習 

① プログラムスタイル 
 レクチャー（L）：講師が知識やスキルを言葉や映像などを使って伝達することで参

加者が学習していくスタイル 
 ワークショップ（ワーク）（W）：参加者がそれぞれの経験を持ち寄り、協働作業を

通じて相互作用を起こし、学びを創りだしていくスタイル 
 リフレクション（省察）（R）：内省と対話を通じて、参加者が自らを振り返り、何

を学ばないといけないかを学んでいくスタイル 
② プログラム基本構成 

上記のスタイルは単独でもよいが、それぞれ一長一短があり組み合わせて使うことが効果的
である。研修のねらいや参加者の状況にあわせて使うことが効果的である。代表的な 3 パタ
ーンとして以下がある。 

●LWR 型 
短時間、多人数に対し、知識や必要事項をしっかり伝える目的の場合よく使われる。 

あらかじめ必要な知識をインプットすることで何をすればよいか分かりやすくなる。 
しかし、あとのワークショップが講義内容に引っ張られ、予定調和になる可能性がある 
●WRL 型 

予備知識のないことをいきなり伝えるのではなく、少し頭やからだがほぐれ、受けとめやすく
なったタイミングで伝える。難解なテーマや日常から離れた内容を扱う際、効果的であり、体験
を通じて具体から抽象へ昇華され、理解を助けることにつながる。事前にワークと、リフレクシ
ョン（振り返り）という共通体験をしているため、参加者同士の共有度も高い。 
ただし、最後に講師が知識化することにより予定調和になりやすい欠点もある。 
●RLW 型 

テーマへの興味や研修へのモチベーションが低い場合や、日常では気づきにくいテーマなどを
扱うとき、自分の今までの経験を振り返り、そこでの気づきを研修の出発点にすることため、具
体的な解決策を知りたいというレディネスも整っているために、その後のレクチャーが入りやす
く、ワークでの施行へつながる。 
経験が豊富になるほど学びが深く、逆に経験が乏しい人は最初でつまずくこともある。 
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〇プログラム（例） 
 

オープニング ； 研修の趣旨説明 
 
 
 LWR 型 WRL 型 RLW 型 
セッション１ レクチャー（L） ワーク（W） リフレクション（R） 
セッション 2 ワーク（W） リフレクション（R） レクチャー（L） 
セッション 3 リフレクション（R） レクチャー（L） ワーク（W） 
・ 
・ 
・ 

   

セッション N    
 
 

クロージング ； 質疑応答，総括 
 
 
 

〇時間配分（例） 
 
 

    

    半日（3H：180 分）  1 日（６H：360 分） 
  レクチャー（L）  30～45  30～90 
       
  ワーク（W）  90～120  110～300 
       
  リフレクション（R）  30～45  30～60 
 
 

      

〇GW 編成（例）      
  ・役職(職位，統括・次期の区別等)の考慮   
  ・所属組織(自治体種別、規模）の考慮   

  ・災害従事経験有無の考慮 
 

  

 グループサイズ ペア、グループ（4～6 人）、全体   
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〇リフレクション 
統括保健師の災害時における中核的な機能は、思考・意思決定であり、指示及び調整はそ

れらを具現化するものである。それゆえに、研修においては、統括保健師が自己の思考や意
思決定、行動の問題点を把握し、改善の方向と改善策を得るために必要な学び（知識・技
術・態度）とは何かを明確にするための、リフレクション（振り返り）が重要となる。 
 
〇リフレクションを通して目指す受講者の姿 
① 災害時において「組織的あるいは時間的な枠組みの中で、統括保健師として行わなくて

ならないこと（任務）」とは何かを言語化できる（考え方を述べることができる）。  
また、具体的な行動として、成すべきことは何か（役割遂行）を言語化できる。 

②受講者が振り返りによって、災害時に統括保健師としての任務と役割遂行において、自身
の問題点を把握し、改善の方向性と改善策の検討に対して必要な学び（知識・技術・態
度）を明確にすることができる。 

③統括保健師としての災害時の任務と役割遂行に対して自覚が高まり、今後、統括保健師と
して意識的に行動する点が明確になる。 

 
〇リフレクションの進め方 

①個人のリフレクション：受講者は、自身の考えや行動を振り返り、なぜそのように考え
たのか、なぜそのような行動をとったのか、それを今、自分の問題としてどのように把握し
ているか、改善の方向と改善策をどのように考えたか、について熟考する。 
ａ．プログラムの構成パターンが LWR 型・WRL 型の場合：受講者は演習の取組過程におけ
る自己の考えや行動を振り返ることによって、問題点を把握し、改善の方向と改善策を
得るための学び（知識・技術・態度）を明確にする。 

ｂ．プログラムの構成パターンが RLW 方の場合：受講者はこれまでの実務経験における自
己の考えや行動を振り返ることによって、問題点を把握し、改善の方向と改善策を得る
ために必要な学び（知識・技術・態度）を明確にする。 

②グループ内でのリフレクション：グループメンバーまたはファシリテーターとの対話や
フィードバックにより、受講者が自身のリフレクションを深化させる。 
グループメンバー5名程度に 1名のファシリテーターの配置が望ましいが、その体制が

確保できない場合は、受講者の中からファシリテート役割を担う者を置き、グループ内で
の対話やフィードバックを進める。あるいは、全体討議の段階で、ファシリテーターがフ
ィードバックを行うなどの方法をとる。 

② 全体討議によるリフレクション：受講者の振り返りを報告し、受講者全体の中で共有す
ることによって、得た気づきを相対化させて自身の中に深化させる。 

〇リフレクションにおけるファシリテーターの役割 
 リフレクションを行うにあたり、ファシリテーターの役割は極めて重要となる。研修の企
画段階において、ファシリテーターの確保、配置の検討、役割の明確化と担当者間での共
有、が必要である。 
【役割】 
・ファシリテーターは、受講者のリフレクションの「促進者」「支援者」である。 
・ファシリテーターは、研修の目的達成に向けて、受講者が統括保健師としての役割の自覚

や自信を高め、統括保健師として求められる思考や意思決定・行動の理解と実行に向かえ
るよう、方向づける。 

【役割の取り方】 
・グループ内でのリフレクションにおいて、グループメンバーが自身の問題として把握した

内容、改善を図るための方策の提示に対して、フィードバック（なぜそのように考えたの
か、なぜそのような方策を考えたのかの対話）を行い、リフレクションによる学びの質を
高める。 

・ファシリテーターは、受講者が効果的にリフレクションを深化できるよう支援する。つま
り、受講者が「step１:気づき⇒step2 学びの意味づけ⇒step3 今後に向けての意識化」を
効果的に進められるよう、受講者を方向づけ、支援する。   
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【受講者のリフレクション】           【ファシリテーターの役割】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     図３ 受講者のリフレクションのステップとファリシテーターの役割 
 

事後の方向づけ 

 研修を通して、受講者は自身のコンピテンシーの現状把握や自身の課題に気づくことが大
事であり、そのような経験を基に、平時からの OJT や次の研修参加への問題意識を高めるな
どして、継続的に能力開発が動機づけられるように促す。 
 
４）ステップ４：評価計画の立案 
 研修の企画者は、評価計画を立案する。評価計画の立案には、評価に必要な資料（デー
タ）収集を含む。資料収集は（１）受講者のコンピテンシーの到達度の評価（理解、意識
化、行動化の到達度）、（２）研修の評価（受講者の反応・満足度、修得した知識・技術・態
度、実践に戻り行動化した内容、職場等の環境に影響を与えた内容に対する成果）、に分け
られる。 
（１） 受講者のコンピテンシーの到達度の評価 

研修において焦点をあてたコンピテンシー（領域・区分・項目）について、受講者の理
解、意識化、行動化の到達度の観点から評価する。研修前に把握した受講者のコンピテンシ
ーの現状と対比することにより、受講後の変化を評価することができる。 

〇気づきを促す 
例）演習の中で統括保健師の役割をとってみ

たことにより、統括者の災害時の任務、行動

についてどのような気づきがありましたか？

それらに対して、自分自身の知識・行動・態

度について、感じたこと・思ったことはあり

ますか？ 

Step１：気づく 

① 感じたこと 
② 思ったこと 
③ 疑問に思ったこと 
④ 戸惑ったこと   など 

 

Step２：学びを意味づける 
⑤問題点と課題を見出す 

Step３：今後に向けて意識化する 
⑥改善の方向性と具体的な改善策を検討するた

めに必要なこと（どのような知識・技術・態度の

向上が必要か）を明確にする 

Step４：研修後、行動を変化させる 
⑦実際の行動、態度を変化させる 

〇学びの意味づけを促す 
例）ご自身について、そのように感じ・思っ

たのはなぜですか？今、振り返られて、ご自

身について、何が問題で、今後どのようなこ

とが課題である（どのような知識・行動・態

度を充実させる必要がある）と考えますか？ 

〇意識化を促す 
例）考えた問題や課題について、研修後に

どのように取り組もうと思われますか？ご

自身で具体的に取り組めそうなことはあり

ますか？職場（所属）へ戻り、一番伝えた

い事は何ですか？どのような行動に取り組

みますか？ 

〇研修受講後の変化を評価する 
例）職場（所属）に戻り、統括保健師と
してこれまでの行動・態度を変化させた
点は何ですか？あなたの行動・態度が変
化することによって、周囲に影響を与え
た点は何ですか？ 
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（２） 研修の評価 
研修受講直後の時点で、「受講者の感想・満足度」、「獲得した知識・技術・態度」につい

て、紙面あるいは聴取により、評価に必要な資料を得る。次いで研修受講２か月以降の時点
で、「実践に戻り行動化した内容」、「職場等の環境に影響を与えた内容」について、紙面あ
るいは聴取により、評価に必要な資料を得る。なお研修受講２か月以降の評価は、受講者が
参集する会議や研修などの機会を活用して評価時期を設定するとよい。 
表 11 研修の評価の項目及び必要な資料収集 

評価の 
項目 

評価に必要な資料収集 （参考）Kirkpatrick による
4レベルの評価視点 

１．  
受講者の
感想・満
足度 

時期：研修受講直後 
内容：以下の設問 
③ 研修に対する感想を尋ねる。または短文で記載

を 
求める。 
④ 研修に対する満足の程度を尋ねる（たいへんよ

か 
った、よかった、あまりよくなかった、よくなかっ
た、など） 

レベル１：受講者の反応
（Reaction）研修についてど
のように感じたか、感想の要
約、満足度により捉える。 

２．  
研修受講
により獲
得した知
識・技
術・態度 

研修を通して統括保健師としての任務及び役割遂行
に必要なコンピテンシーが、どの程度、知識・技
術・態度（Knowledge, Skills and  Attitudes; 
KSAs）として修得されたのか、その程度を自己評価
する。また受講者が自身の問題点を把握し、改善を
図るために必要な知識・技術・態度を修得できたか
自己評価する。 
時期：研修受講直後 
内容：以下の設問 
⑤ 研修参加を通して、災害時における統括保健師

（または副統括者）としての任務及び役割遂行
に対して、自覚を高めることができましたか？ 

④研修参加を通して、災害時における統括保健師
（副統括者）としての任務及び役割遂行に対して、
自信を得ることができましたか？ 
⑤研修参加を通して、災害時に統括保健師として求
められる判断・意思決定・行動について知識を得る
ことができましたか？ 
⑦研修参加を通して、統括保健師（または副統括
者）としての任務及び役割遂行に対して、自身の問
題点を明確にすることができましたか？ 
⑧上記の問題点の改善を図るために必要な知識・技
術・態度について学ぶことができましたか？ 

レベル２：受講者の学びの程
度（Learning）研修プログラ
ムを通じて得た（向上した）
知識・技術・態度の変化を受
講前後の自己評価により捉え
る。態度には関心（意識）や
自信を含める。 

３．  
実践に戻
り行動化
した内容 

時期：研修受講２か月以降 
内容：受講後の追跡調査：研修で学んだことの実
践における影響について調べる。実践において行
動・態度面で変化した点があるか。ある場合、そ
の変化の内容について。またない場合、その理由
について尋ねる。 
⑨研修参加後の統括保健師（副統括者）としての行
動・態度面において、災害時における任務及び役割
遂行に関連して意識した行動・態度面があったら教
えてください（自由回答） 
⑩上記のあなたの行動・態度の中で、特に周囲の

レベル３：行動変容
（Behavior）受講者の実践に
おける行動の拡大。研修によ
ってもたらされた変化を、実
践での行動における報告によ
り捉える。 
レベル４：結果と影響
（Results）受講者にとどま
らず、周囲の環境に影響を与
え、変化がもたらされたかを
捉える。 
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人々や組織に影響を及ぼしたことがありましたら教
えてください（自由記載） 

４．研修ガイドラインの活用例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(例)Ａ県での取組 
〇県では、全保健所及び全市町村を対象に、被害想定の下、災害時伝達訓練（被
害状況報告及び支援要請の訓練）を年 1回実施しているが形骸化してきているよ
うに感じている。 
〇過去 2年間、県主催の災害をテーマとした研修会を開催した。そのため、災害
時の保健活動に関する基礎的な知識は得ている保健師が多いと思われるが、統括
としての具体的な役割の理解や、演習などによる実践的な経験は不足している。 
〇災害派遣支援、DHEAT 研修などの中央研修受講経験のある保健師は主に県保健
師であり限定的である。 
〇市町村の保健活動は業務担当制が主であり、災害時の体制整備（役割分担など
を含む）については明確ではない可能性が高い。 
〇災害時保健活動マニュアルを策定している市町村は約 6割、統括保健師を配置
している市町村は 7割、被災経験をもつ市町村は数か所あるが、災害準備に対す
る市町村の取組意識には差がある。 
〇受講者からの事前アンケートによると、平時から統括保健師としての役割が果
たせているかどうか自信がないと回答した者が 5割いる。 
〇統括保健師の災害時のコンピテンシーの実態は不明であるが、人材育成マニュ
アル検討時に実施したアンケート結果によると、今後強化したい能力として「健
康危機管理」の回答があった。統括保健師から、他の自治体の取り組みなどに関
する情報共有の場を望む声がある。 
 
（研修課題の検討）災害時の保健活動に関する基礎的な知識を得ている統括保健
師は多いと思われるが、統括としての災害時の任務や役割に関する理解や、実践
的な経験は不足している。市町村及び保健所を含む県全体の統括保健師が、災害
時の役割遂行への自覚と対応力を高め自信をもって活動推進できるようにする必
要がある。 
 

 
 

  

（ポイント）以下の①～③から、統統括保健師の災害時の役割・機能発揮のために必

要な研修課題を明確にする。 

①統括保健師の現状や問題点 

・これまで実施した災害関連研修・訓練の実績 

・災害時の支援活動の実績（被災現地/派遣・応援の経験）などの既存資料から把握 

②受講者の背景情報 

・研修受講歴、職位、研修への抱負や要望等 などを事前アンケートにより把握 

③受講者のコンピテンシーの現状 

・コンピテンシー3領域 87項目やキャリアラダーの活用による現状のチェックを 

事前アンケートに加えて実施して把握 

ス
テ
ッ
プ
１
：
研
修
の
ニ
ー
ズ
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
研
修
課
題
の
明
確
化
） 



 

86 
 

（ポイント）ステップ１により把握した研修課題に基づき、統括保健師として開
発・強化すべきコンピテンシーとは何かを検討し、研修の目標を設定する。すな
わち、①取り上げるコンピテンシーの明確化（3領域・87項目の中から焦点をあ
てる領域・区分・項目を定める）、②研修により期待するコンピテンシーの到達
度の明確化（理解、意識化、行動化の程度を定める）を行う。 

 

（例）Ａ県の取組（つづき） 
〇（研修課題）災害時の保健活動に関する基礎的な知識を得ている統括保健師は

多いと思われるが、統括としての災害時の任務や役割に関する理解や、実践的
な経験は不足している。市町村及び保健所を含む県全体の統括保健師が、災害
時の役割遂行への自覚と対応力を高め自信をもって活動推進できるようにする
必要がある。 

〇発災後 72 時間内の初動に焦点をあてて、初動体制を構築するにあたっての、
統括保健師の思考・意思決定・行動の修得を研修目標とする。統括保健師とし
てどのような情報を、どのように収集して分析し、活用することが大事である
か、の一連の流れにおいて、思考・意思決定・行動できるようにする必要があ
る。そのため、コンピテンシーの領域「2.情報知識の形成と運用」の各区分 2-
1 情報収集の努力の指向、2-2 情報収集、2-3 情報分析、2-4 情報の使用と活
用、の流れに沿って、初動の体制づくりに関わる(31)(34)(46)(59)(73)に焦点
をあてる。 

〇目標に取り上げるコンピテンシーの明確化 
【領域２：情報知識の形成と運用に関する項目】 
2-1 情報収集の努力の指向 
（31）情報集約と発信者の役割を定め、活動の基盤となる情報が一元的に集まる
体制をつくる 
（34）現場で活動している外部支援チームから情報が入る体制をつくる 
2-2 情報収集 
（46）災害対策本部を通して情報収集を行う 
2-3 情報分析 
（59）庁内のどの部署にどのような情報を伝えると、どの問題が解決されるかを
意識して分析する 
2-4 情報の使用と活用 
（73）情報分析結果から必要な対策の推進のため関係部署や上層部への説明を行
い、施策化への了解を得る 
 
〇今回の研修において受講者に期待する到達度の設定 
取上げたコンピテンシー(31)(34)(46)(59)(73)について各到達度を、理解、意
識化、行動化の程度の点から、４段階（できる、おおむねできる、あまりでき
ない、できない）により把握すると共にその理由についても把握する。 

〇研修の位置づけ（自治体の既存研修などとの整合性） 
 県が主催する、キャリアラダー別の保健師人材育成研修の一環として、県内の

統括保健師（市町村・保健所）を対象とした研修の位置づけで行う。 
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プログラム構成は、事前学習、研修会当日の集合型対面学習、事後の方向づけ、
の構成を基本とする。これら３つを関連づけて研修プログラムを作成する。 

 

（例）Ａ県の取組（つづき） 
〇（事前学習）各所属において、地域防災計画等に基づき、以下がどのように組
織的に定めされているかを調べ A4用紙１枚程度に記載し当日持参してもらう。 
・災害時の初動体制 
・指揮命令系統 
・情報収集と活用の体制 
・保健活動にかかわる部門の分掌 

 

研修会当日の集合型対面学習のプログラムの構成パターン（LWR 型、WRL 型、RLW
型）、時間配分、グループワーク編成・グループサイズ、リフレクションの進め
方、の点から内容を検討する。 

     

（例）Ａ県の取組（つづき） 
他自治体などの取り組みや、情報共有のための対話の機会へのニーズが高いた
め、導入において、事前課題の内容を活用し、初動体制の現状と災害時の活動推
進に対する統括保健師のこれまでの実践について、情報交換とリフレクションを
行う時間を設けＲＬＷとする。ただしＷ（演習）後のリフレクションが重要であ
るため、Ｗのあとにリフレクションの時間を確保する。 
〇プログラム構成：ＲＬＷ+Ｒ 
Ｒ（各所属における初動体制と統括保健師の役割について情報交換及びリフレ
クション）ＬＷ＋Ｒ（講義・演習及びその後のリフレクション） 

〇研修会 時間配分（案） 
13：30～ 主催者挨拶【県庁】 
13：40～14：10 グループ・ワーク:初動体制の現状と災害時の活動推進に対す
る統括保健師のこれまでの実践について、情報交換とリフレクションを行う 
14：10～14：30 講義「災害時初動体制構築における情報活用と統括保健師に求
められる役割」【講師】 
14：30～15：30 事例演習「初災後 72 時間内の災害時の情報活用と統括保健師
の役割」【県庁】＜用意する物品＞県の災害時保健活動ガイドラインの記録様式 
15：30～15：40 休憩 
15：40～16：00 リフレクション【ファシリテーター】                                                          
個人リフレクション（5分）⇒演習中の自己の考えや行動を振り返ることにより
問題点、改善策を検討する。 
グループ内リフレクション（15 分）⇒受講者の振り返りに基づき、なぜそのよう
に考えたのか、今、どのように自己の問題点を把握し、改善の方向性と改善策を
明確にしたのかをファシリテーターとの対話やフィードバックで深化させる。 
16：00～16：30 全体討議・総括【県庁・講師】 
＊グループ編成：圏域を考慮して、1グループ５～６名以内とする  
＊ファシリテーターは、グループ内のリフレクションが効果的に進むよう支援す
る役割をとる。国等の中央研修や専門研修の参加経験者を中心に依頼する。 
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演習事例の作成と課題設定 

災害を想定したシミュレーション事例を作成し、それらの状況に基づき、知識を
現実的な状況に合わせて、思考・意思決定さらに行動へと具現化していくことが
実践力を養ううえで極めて重要である。 
１．事例の作成 
（ポイント）事例には統括者としての任務及び役割遂行を検討するのに十分な情
報が含まれているか？ 

○過去の災害事例を参考に作成 
〇事例に含むべき内容：災害種別・規模、災害発生時刻及び事例設定状況の経過
時刻、被害想定地域の被災状況、ライフラインの途絶状況、被災地自治体の被
害状況、被災地医療機関の被災状況、対策本部の設置及び稼働状況、対策本部
から保健部門への指示の内容、稼働できる保健従事者の状況、発災後の時間経
過に伴う被害状況の進展状況、被災地の平時の人口動態・健康課題など 

○焦点をあてる災害サイクル（フェーズ）、単一の状況設定か・状況変化の情報
を加えた複数時点での状況設定か 

２．取組課題の設定 
（ポイント）事例には、選定したコンピテンシーが関係する、統括保健師の任務
と役割遂行について受講者が検討するために必要な情報が含まれているか？事
例を用いて何を検討するのかについて受講者に明確な指示がなされているか？ 

〇選定したコンピテンシーの修得（理解、意識化、行動化）に向けて、適切な課
題が設定されているか？ 

〇その取組課題から、統括保健師の任務及び役割遂行の何を要点として確認する
のか、を研修企画者としてあらかじめ明確にしているか？ 

 
リフレクションの進め方 
① 個人のリフレクション：受講者は自身の考えや行動を振り返り、（これまで、

あるいは演習において）なぜそのように考えたのか、なぜそのような行動を
とったのか、それを今、自分の問題としてどのように把握し改善の方向と改
善策をどのように考えたか、について熟考する。 

②グループ内でのリフレクション：グループメンバーまたはファシリテーターと
の対話やフィードバックにより、受講者が自身のリフレクションを深化させ
る。 
グループメンバー5名程度に 1名のファシリテーターの配置が望ましいが、そ
の体制が確保できない場合は、受講者の中から役割を担う者を置く。 

③全体討議によるリフレクション：受講者の振り返りを報告し、受講者全体の中
で共有することによって、得た気づきを相対化させて自身の中に深化させる。 

 

（例）Ａ県の取組（つづき） 
リフレクションの実施体制及びファシリテーターの役割についての計画 
〇ファシリテーターの確保：受講者 5～6名で編成、各Ｇに 1名のファシリテー
ターを配置 
〇演習内容の事前共有（メール） 
〇研修当日、ファシリテーターとの事前打ち合わせ会の開催（1時間）：研修概要
及び役割の説明、資料（リフレクションのすすめ方）を用いた説明 

 
事後の学習課題の提示：研修受講直後に今後意識化していきたいと表明したこと
が、現場に戻り平時の実践の中でどのように行動化され、また周囲への影響を及
ぼす成果が得られたのか、を確認することは能力開発の PDCA を回るうえで重要
である。受講者には研修終了後の現場での取り組みを動機づける。 
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〇（受講者のコンピテンシーの到達度の評価） 
研修において焦点をあてたコンピテンシー（領域・区分・項目）について、受講
者の理解、意識化、行動化の到達度の観点から評価する。研修前に把握した受講
者のコンピテンシーの現状と対比することにより、受講後の変化を評価すること
ができる。 
〇（研修の評価） 
研修受講直後の時点で、「受講者の感想・満足度」、「獲得した知識・技術・態
度」について、紙面あるいは聴取により、評価に必要な資料を得る。次いで研修
受講２か月以降の時点で、「実践に戻り行動化した内容」、「職場等の環境に影響
を与えた内容」について、紙面あるいは聴取により、評価に必要な資料を得る。
なお研修受講２か月以降の評価は、受講者が参集する会議や研修などの機会を活
用する。 
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参考資料 

１．研修の企画シート（ステップ１～4） 

２．ファシリテーターの記録シート 

３．統括保健師のための災害時のコンピテンシーチェックシート 

４．研修評価のための質問紙（受講直後及び 2か月以降） 
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１．研修の企画シート 

 
 
 
 
ステップ１．       
研修のニーズ
のアセスメン
ト（研修課題
の明確化） 

① 統括保健師の現状や問題点 
② 受講者の背景情報 
③ 受講者のコンピテンシーの現状・受講者のニーズ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ステップ２．       
研修の目標の
設定 
  
 
 
 
 
 
 
 

①焦点をあてるコンピテンシーを定める（領域・区分・項目） 
※該当する統括保健師の災害時のコンピテンシーの項目番号 
（例）領域１の(4)(5)(19)(20) 
②研修により期待するコンピテンシーの到達度（理解、意識化、行動化の
程度）を定める 
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ステップ３．       
研修プログラ
ムの構成及び 
方法の検討 
 
 
 
 
 

①事前学習 
 
 
 
 

② 集合型対面学習 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③事後の方向づけ 
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ステップ４．       
研修の評価計
画の立案  
 
 
 
 
 
     

① 受講者のコンピテンシーの到達度の評価の計画（理解、意識化、行動
化の到達度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 研修の評価の計画（受講者の反応・満足度、修得した知識・技術・態
度、実践に戻り行動化した内容、職場等の環境に影響を与えた内容に
対する成果） 
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２．ファリシテーターの記録シート 

研修日：  年  月  日（  ） 
ファリシテーター（氏名）： 
担当グループ名： 
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３．統括保健師のための災害時のコンピテンシーチェックシート 

災害時における統括保健師のコンピテンシー 3 領域・87 項目 
 
 

災害時における統括保健師のコンピテンシー 

 年月日（チェック日） 

で
き
る 

 お
お
む
ね
で
き
る 

あ
ま
り
で
き
な
い 

で
き
な
い 

備考 
（理由等） 

領域 1. リーダーシップに関する項目      

1-1 非常時の意思決定      

(1) ライフラインの被害状況、被災地の孤立状況、避難住民の状況
等から災害対応の長期化を予測する 

     

(2) 活動方針と指示命令系統を明確にする      

(3) 行政機関としての災害支援のための組織的、継続的な活動体制
を構築する 

     

(4) 応援要請の判断及び迅速な決定を行う      

(5) 優先性の高い事項（順位）の判断及び決定を行う      

(6) 専門職としての知識・技術・経験の総合性を発揮する      

(7) 上層部の指示に基づき、状況（予測・想定含む）に応じた早急な
意思決定、決断を行う 

     

(8) 被災地の住民や関係者の意向を踏まえて活動が進むように上
層部との調整を図る 

     

(9) 市町村の保健活動部門の判断の苦慮の状況に対し、県の協議
の場を活用して方針を確定させ、県からのトップダウンによる調整を
図る⇒県限定 

     

(10) 復興期において保健福祉の枠を超えてビジョンを描く      

1-2 支援従事者の役割行動の組織化と管理・個人の尊重      

(11) 活動目的の共有と、役割分担、意思統一を図る      

(12) 支援従事者からの問題提起や積極的な提案を踏まえた方針決
定、合意形成を図る 

     

(13)問題解決に向けて支援従事者間の気運を高める      

(14) 協働する他者の感情と考えの理解、協働する他者の言葉で示
されない問題への気づきと支援について考慮する 

     

(15) 被災自治体の災害対応経験、マンパワー、組織内での保健師
の立場をアセスメントし、補完・代行すべき（補完・代行の支援を受け
るべき）市町村の保健活動業務の内容を判断する 

     

(16) マンパワー提供による被災地への直接支援と市町村の統括保
健師の後方支援のそれぞれについて支援方針を立案する（それぞ
れの支援を受けるための情報を提供する） 

     

(17) 支援者の交代時に活動の引き継ぎが確実に実施できる体制を
整備する 

     

1-3 組織内外の関係者との協働の促進      

(18) 支援従事者間の連携のための体制整備を行う       

(19) 公衆衛生を基本とした広域的な保健活動を行うために、情報の
共有、目標の確認、各役割の明確化に向けて必要な調整を行う 
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(20) 問題解決に向けたマンパワーの有効活用（受援）のためのコー
ディネート機能、連携システムを確立する 

     

1-4 変化する状況への持続的対応      

(21) 支援ニーズや、マンパワーに応じて臨機応変に活動体制を構
築・再編する（県内、市町村内の応援体制構築を含む） 

     

(22) 指示命令系統、他分野との活動重複、サービスの浸透具合を
評価し、体制面の改善点を探る 

     

(23) 被災地ニーズに応じて必要な対策の企画、運営を行う      

(24) 定期的な活動の検証、方向性の確認により重点項目を設定す
る 

     

1-5 自己の役割権限の遂行      

(25） 責任範囲とする活動に対して動き方の計画（1 日単位及び当面
半年間）を提示する 

     

(26) 統括役割を遂行（冷静・的確な意思決定、活動の共有、災害対
策本部等への進言）する 

     

(27) 災害時に公衆衛生の観点をもって迅速に対策に取り組めるよ
う、保健医療調整本部等への意見具申や必要な情報収集が可能と
なるシステムの検討と提案を行う 

     

1-6 支援従事者の健康安全管理       

(28) 支援従事者の勤務・休息などの体制を整備する      

(29) こころのケアの個別対応と普及啓発を企画、実施する      

(30) 職員の健康管理に関して総務課職員との情報共有、対策の検
討を行い実施する 

     

領域 2. 情報知識の形成と運用に関する項目      

2-1 情報収集の努力の指向      

(31) 情報集約と発信の担当者を定め、活動の基盤となる情報が一
元的に集まる体制をつくる 

     

(32) 積極的かつ直接的に情報把握すべき地域と情報内容の焦点化
及びチーム編成を行う 

     

（33） 被害が甚大な地域の情報を住民及び地区担当保健師から直
接得る手段を開拓する 

     

(34) 現場で活動している外部支援チームから情報が入る体制をつく
る 

     

(35) ミーティングや支援チーム等からの報告をルール化することに
より 1 日の活動終了後に情報が集まる仕組みを構築する 

     

(36) 所属組織の災害時の役割機能の観点から活動に役立てるべき
情報を収集し、活動に反映させる 

     

(37) 関係者から入手した情報を手掛かりに地域全体を指向した情
報を探索する  

     

(38) 保健事業委託機関、医療従事者及び社会福祉協議会等の地
域資源の被災状況と活動再開状況の把握を指向する 

     

(39) 避難者のうち要援護者の状況について行政が保有している既
存情報を活用する 

     

(40) 健康調査の企画・実施・活用の体制をつくり、推進する      

(41) 外部支援の必要性の判断のため、情報収集方法の検討や工
夫を図る 

     

(42) 時間経過に応じた対策の検討のため、継続的な情報収集、モ
ニタリングを行う 
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(43) 災害対策本部に保健師が出席する必要性を判断し、組織内の
合意と位置づけを図る 

     

(44) 非常時には平時の思考枠を外さなければならない局面が随所
にあることを意識する 
 

     

2-2 情報収集       

(45) 自分が把握すべき情報と、情報源を確認した上で、情報収集を
指示すべき情報を識別する 

     

(46) 災害対策本部を通して情報収集を行う      

(47) 孤立地域等、保健師単独で接近が困難な地域に対して、自衛
隊の救護チームに同行する等の手段を開拓し、活用する 

     

(48) 緊急対応を主幹する関係部署との連携・協働により情報収集を
行う 

     

(49) 調査規模、実現可能性を検討した上で情報収集の方法を検討
する 

     

(50) 住民の状況に合わせて適切な情報源を選択する 
     

(51) 地域資源について情報収集する 
     

(52) 健康支援ニーズ、支援活動量の算定のために、報告様式、記
録様式を定めて情報を収集する 

     

(53) 情報収集が困難な場合は、安全性に配慮しつつ、被災地に出
向いて直接的に情報収集する指示を出す 

     

（54) 関係者会議の早期開催により情報の共有を図る      

2-3 情報の分析      

(55) 平時の保健師活動や過去の経験を活かして状況を把握する      

(56) アウトリーチによる断片的な情報の統合から状況を判断する       

(57) 被災前後による状況の比較、違いから問題を見出す 
     

(58) 被災前の地域の健康課題と避難生活の現状とを関連づけて、
問題を分析する 

     

(59) 庁内のどの部署にどのような情報を伝えると、どの問題が解決
されるかを意識して分析する 

     

(60) 平時の活動での蓄積を基に地区の誰に還元したらよいか分析
する 

     

（61） 被災後の変化する状況に応じて、重要な課題、優先的に取り
組むべき課題を見出す 

     

(62) 収集した情報から支援の必要量や内容を算定する      

(63) 健康調査等の結果から地元保健師の実施すべき活動内容と応
援保健師等支援者への依頼内容の選別、各々の優先順位を分析す
る 

     

(64) 優先順位や効率性について整理し、限られた資源の中でどれ
だけパフォーマンスを上げることができるか考える 

     

(65） 調査統計、分析に地元研究機関（大学）等の活用を図る      

(66) 被災者のみならず住民全体の支援ニーズを分析する      

(67) 多岐にわたる複雑な問題や状況を系統的に分解し、いくつかの
解決策を見出す 

     

(68) 所内会議を開催し、課題の抽出と今後の活動の見通しについ
て検討を進める 
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2-4 情報の使用・活用      

(69) 得られた情報を、行政、専門家、市民などの関係者間で共有
し、意思疎通を図る 

     

(70) 情報収集結果から、NPO 等の民間団体を含め必要な関係部署
への連携、調整を図る 

     

(71) 情報分析結果から、重点支援を要する地域を明確にし、必要な
組織体制の構築、対策の推進に活用する 

     

(72) 応援による支援の授受に関与する相互の組織の意向と目的を
確認する調整を行う 

     

(73) 情報分析結果から必要な対策の推進のため関係部署や上層部
への説明を行い、施策化への了解を得る 

     

(74) 住民に有効な情報を還元（普及啓発）できる仕組みを構築する      

(75) 情報共有や対策検討の機会となりうる事業の早期再開や企画
を行う 

     

(76) 活動の経験知を継承することを目的に、実践経験の取りまとめ
と、活用を行う 

     

(77) 国・県・市町村の災害時の行政連絡ルートの確保と共に実態を
踏まえた連絡の新たな仕組みを創る 

     

領域 3. 計画策定と推進に関する項目      

(78) 状況変化やスピードに応じた PDCA の展開を図る      

(79)被災の影響や格差を考慮した対策を講じる      

(80)中長期的な活動方針の検討と、活動推進のために関係機関及
び住民組織との連携、調整を図る 

     

(81) 想定される対策推進に必要な予算措置、事業化・施策化のた
めの粘り強い交渉を行う 

     

(82) 通常業務再開の準備・調整と推進、被災状況や被災後のマン
パワーを考慮して事業を企画する 

     

(83) 派遣支援経験を活かして自組織における災害対策の強化（マ
ニュアル、研修など）を図る 

     

(84) 統括的立場の保健師の補佐を配置し、中枢機能の強化を図る      

(85) 災害時公衆衛生対策チームのような外部の専門家チームを活
用することにより、保健活動の見通しを立てる 

     

(86) 復興経過を見据えた対策の検討と推進を行う      

(87) 復興期において NPO 等の民間を含め多様なネットワークをつく
り、住民が主体となれるよう支援することができる 
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４．研修評価のための質問紙 
 

受講直後の成果の評価のための質問紙（例） 
 
 以下についてご意見をお聞かせください。 
 
１．満足度（該当するものにチェックをつけてください） 
 □ たいへんよかった 
 □ よかった 
 □ あまりよくなかった 
 □ よくなかった 
 
 
２．本日の研修会を振り返っての感想（感じたことを自由にお書きください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
３．本日の研修を受講して、以下の質問についてお答えください。（該当するものに〇を付
けてください） 
 
 
 
 
 
 

    

１）研修参加を通して、災害時における統括保健師
（または副統括者）としての役割遂行に対して、
自覚を高めることができましたか？ 

    

２）研修参加を通して、災害時における統括保健師
（または副統括者）としての役割遂行に対して、
自信が得ることができましたか？ 

    

３）研修参加を通して、災害時に統括保健師として求
められる判断・意思決定・行動について知識を得
ることができましたか？ 

    

４）研修参加を通して、統括保健師（または副統括
者）としての役割遂行に対して、自身の問題点を
明確にすることができましたか？ 

    

５）上記の問題点の改善を図るために必要な知識・技
術・態度について学ぶことができましたか？ 

    

 
ご協力ありがとうございました。 

  

で
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た 
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研修受講２か月以降の研修成果の評価のための質問紙(例) 
 
研修受講後２か月以降における研修の成果の状況についてうかがいます。以下についてご意見を
お聞かせください。 
 
質問１ 研修参加の２か月以降、あなたの統括保健師（副統括者）としての行動・態度面
において、災害時における役割遂行に関連して意識した行動・態度面があったら教えてく
ださい（自由回答） 

 
 
 
 
 
 
 
質問２ 上記のあなたの行動・態度面において、特に周囲の人々や組織に影響を及ぼした

ことがありましたら教えてください（自由記載） 

 

 

 

 

 

 

 

その他：ご意見がありましたらご記入ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ご協力ありがとうございました。 

 
 



 

101 
 

コンピテンシーのキーワード索引（災害時における統括保健師のコンピテンシー3 領域・87
項目）※カッコの番号はコンピテンシーの(1)～（87)の項目番号を示す 
 
（ア行） 
意思決定・決断・・・・・・・・・・・・・・・・・（7）(44) 
 
（カ行） 
活動体制・仕組みづくり・・・・・・・・・・・・・(3)(21)(22) (34)(35) 
共有・合意形成・・・・・・・・・・・・・・・・・(11) (12) (19)(54)(69) 
気運・感情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（13）(14) 
活動計画の立案・・・・・・・・・・・・・・・・・（25） 
健康調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（40）(49) 
活動の検証・継承・・・・・・・・・・・・・・・・（24）(76)(83) 
 
（サ行） 
指揮（指示）命令系統・・・・・・・・・・・・・・(2)  
災害対策本部・上層部・・・・・・・・・・・・・・(8)(27)(43)(46) 
情報の一元化・・・・・・・・・・・・・・・・・・(31) 
指示出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(45)（53） 
受援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)（17）(20)(41)(52)(62)(63)(72)(85) 
情報の還元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(59)(60)（74） 
職員の健康管理・・・・・・・・・・・・・・・・・（28）(29)(30) 
事業の早期再開・・・・・・・・・・・・・・・・・(75) 
 
（タ行） 
地域（住民）全体・・・・・・・・・・・・・・・・(19)（37）(66) 
対策の企画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(23)(67)(68)(79)(81) 
地域資源・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（51）（65） 
統括役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（26）(84) 
 
（ハ行） 
被害状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)(33)(38)(42)(47) 
判断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(55)(56)(57)(58) 
補完代行・後方支援・・・・・・・・・・・・・・・（15）（16） 
復興期のビジョン・・・・・・・・・・・・・・・・(10)(77)(86)(87) 
 
（ヤ行） 
優先性・焦点化・重点化・効率性・・・・・・・・・(5)(32)(61)(64)(71)(78) 
要援護者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（39） 
 
（ラ行） 
連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(18)(48)(70)(80) 
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